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医政発 0330第 25号

平成 28年 3月 30日

一般社団法人 日本病院会会長殿

「医師法第 16条の2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」

の一部改正について

厚生労働行政の推進につきましては、平素より格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げ

ます。

標記について、今般、別添のとおり通知を発出しましたので、御了知いただくととも

に、会員等各位に広く周知されることについて格段の御配意を賜りますようお願い申し

上げます。
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医政発 0330第 22号

平成 28年 3月 30日

各都道府県知事殿

「医師法第 16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行についてJ

の一部改正について

「医師法第 16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（平成

15年 6月 12日医政発第 0612004号）について、今般、別添のとおりその一部を改正し、

平成28年4月1日より施行することとしたので、貴職におかれでも、改正の内容につい

て御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知方

願いたい。



「医師法第四条の2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正に係る新旧対照表 （別添）

． 新 l日
匡正先発揮0612004号 匪政亮需0612004号

平成 15年 6月 I2日 平成 15年 6月 12日

（一部故正平成28年3D30日） （→田恒輔27年 3月31日）

各都溜練知事殿 各朝噛府県知事殿

庫生労働省医政周長 厚生労幅崎医政局長

医師法第16条の2描1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について 医聞枯草16来の2第1項に規定する臨床研催に関する省令叩施行について

本文（時J 本文（時）

記 記

第 1～5 （略） 第1～5備）

第6 改正腫歴 第 6 改定履歴

1 儲） 1 繍｝

2.改定 2. 改主

平成I7年 2月 8日 平成 I7年 2月 8日

平成1.7年10月21日 平成17年10月21日

平成I8年 3月22日 平成18年 3月22日

明成I9年 3月30日 平成19年 3月30日

司王戒20年 3月 26~ 平成20年 3月26日

平成21年 5月11日 平成21年 5月II日

平成22年 4月14日 平成22年 4月 14~

平成23年 3月24日 平成23年 3月24日

平成24年 3月29日 平成24年 3月29日

平成26年 3月31日 平成26年 3月3I日

平成27年 3月31日 平成27年 3月31日

£ii~2 8!!; :i月30日

様式1 様式1

臨床研樺病競指定申蘭書－ 1-（暗） 臨庫研悼調毘指定申措書ー1 ｛略）

臨床研修病緯指定申開書－2- 臨席研帳病掛旨定申請書－2ー

（時｝ 時）

担， 胤

9圃｝ 岨 . （略J 掛｝

, 0.惨棟科名 揮Iま·~損持（骨号100をつrtて〈ださい＂ , o.齢揮科名 欄l王う齢嘩科（番号（OQをつけて〈古書い＂

（益縛盤・協力裂位入〉 I，向精 Z呼極韓内科 Z輔環器内科 4消化器肉科目，~管企 G髭幹型.U!お型記入3 1，肉斡且岬.，盟内科 1帽環器内科 4消化器内科丘血管室

当肱病院の医軍法上の棉lまう齢療轄について 週内科 6神経内科 1心癌肉科且性畢量壇肉科 B，升科 ro. 当肢病院の軍療法ょの楓Iまう診療科について 道内幹 a，神経肉輔 7.心療内科且性思島建内科 t持判 ro.

骸当する番号すべてIこDをつけ‘敵当する標樽 呼唖器外科 11.心臓血曹外科 It 5用化器外科 13.小児丹科 銭当する番号すべてにOをつけ、践当する梅街 呼融担外科 II.心臓血曹外科 12.i.化署丹科 ，，小児丹科

科がない塙創立「99.その他』楓に毘入するこ 14.，.智章遭丹開 .. E門丹斡 1且聾揺持制 17，白神韓外軒 制がない場合は「99.その他』欄に記入するこ 14.’E官賞皆同 15.II門外科..整耐外科 17，圃神峰舛科

と． 18.蹄成外斡 19.蝿暫時却，精神朝 11.アレルギー科 22.IJ と． 1a.m成鼻科 19.費皆同血輔持科 21.7レ，，，ギー科旦リ

ウ守チ特 a小児輔副，底膚軒 E，謝恩器科覧車朗人科 ウマチ科 13.小児輯 14.鹿膚科，.描原器科 10.塵縄人斡

11.産科掴，婦人軒泊．損科旦亙豊里量謹 31.リハピリ予ー 11.阜科且掃人輯 N.11碍＂＇・耳轟いんこ号科 31，’Jハピリ

ショシ軒民放射組輯主主賓理盤断科 34.圃底樟査特 E救 テーショν科見放射棉科盟、病理臆断科 34.阻車検査幹

急科咽．号白地依＂記入してくださ川 1 謁．教主朝国．その他院に且λして〈ださ＂＇

00) 製｜叫 事ヰ 001 制 l拙 税

関3 持｜剛 科 銅3 硲 ｜ 醐 符

，，目1B （略） （略〉 , ，四tB （略］ 圃｝

臨時明修晴読指定申請書－3-（略） 臨開催繍街宣申請書－3-（略｝

臨席研修病院指定申請書－4ー 臨席研悔病弱旨定申帽書－4-

（時） 噛晶

誕 討協

26-28 （略］ 岨 26目28輔） 開

29.研信医の処遇 "" 
｛胸 29.研情医の処遇 （暢 ’包

嘩終盤協力整包入〉 勤務時澗 革本的な殴滞碕伺｛ ～ : ) 24時間車毘 嘩瞬型也カ裂位入3 勤務時占 基軸出勤務時間（ ： 』 : J 24時間割Z

盤里町~I ｝ 

時怖十勤務の有鰻： 1有 2.情 時脚棚蜘有揖： 1，有＇・鯖

2 



I ＇醐 I l岨 111 I ＇賂｝ I I醐

臨時智樽病院指定申積書一5ー｛略｝

明Eλ要領）
1-1_6 （時）

1 7 「医師（研修匡を吉むJの員散」欄について
(1)～（4) （略）
(5）「冨暗法による医師の標準頃融J I~. 医樺法施行規則悌 1 gj長部1項官官1号叩規定に

従い、車1＝掲げる揮出式により揮出すること｛愚者散は、 λ院且び外来とも申請年置の
前年度目1田平均とすること.）.

［ 諒算出式
指劫a館前印刷白白留噌＆唖墨書．．，割担a・・・‘・多俄＂ .精神鋼庶民網””鴨＂＇陥ゆ開掛亀刈欄阻，..豚陶，..，徹也除＇・＇

' -
＋悦害．醐＂則臥 E副醐1副附剛僻協・－岨＂.艶担主

2.5 Ii ) 1 ' 
(6) （時）

1s-32 ＜路J

33 f研悼底却処置J欄について
( 1）・（2) （施）
(3）明暗時間J欄は、研修匡の基本的な勤務時間及日勤時時間中由休潮時間について飽

入すること．また、 r時間外勤韓国有無j柵立、時間外勤閣がある堀合にlまr1.有J
に、無い場合には ro.無JにOをつけること．

(4）～（9) （略）
34・35 （略〕

臨庫研修協力施設概況量一 1-

様式2・3（時）

様式4

臨床研憧描開旨定申請書－5-（時）

（記入要領）
1-1 6 （暗）

1 7 「医師｛研修医を吉むJの員数」欄について
( 1）～（4) （陪）
(5）「医療i割こよる医師の標準員散」 1土、匪f事法施行規則揮19最軍1項曹 1号の規定

に設し＼次I＝掲げる算出式により算出すること（愚者豊町立、入院及び外来とも申請年
庄司前年度目1田平均とすること.）. 

［ 持算出式
川崎鋤酬の皿個師町、噌欄間＂＇輔副岬衡事制醐圃岨桝時鵬薗輔〈・ 3

' 
＋蝿醐・＜m むこる且醐制僻酬岨酬岨＇・＇ .且且自主主盟盤盟盛睡＿，， I・ i .，.曲調醐

16 5 j1S  

(6) （略）
1 a-3 2 （時｝
33 f研修医の船l!IJ欄について

( 1ト（2) （暗）

(3）『勤務時間」欄は、研幡医の基本的な勤時晴聞について記入すること．また．「時間
外勤務由有無」欄は、時間外勘輯がある堀合には r,_ 有」に、無い場合には『O
無』！こOをつけること．

(4) - (9) （時）
34・35 （時J

臨床研修協力自殴概現量一 1-

様式2・3（時）

様式4

主主主
同醐
L」師う醐日抑制州出川 l I昆 ~制l。間引ださ＇＂＇

Cl!緋型・協カ聖毘λJ ），肉科且岬.. 輔肉科 Z循環器内科 4消化器内輯且蛇管禽 Cl!，字型・筒力整毘入｝ 1.肉科 Z呼聴器内輯乱調珊竃肉科 4消化器内科 5，蝿菅生

当酷揖院の医撤法上旬欄1まう齢樺科について 道内科 6神経向調 7.1[1.嘩肉輯且性盛最輩肉科自．叫科 10. 当蹟病院の医療珪ょの楓ほう陸揮科について 車内科且神経内科 1.也嘩内相且性直接建内科目，舛判 10.

政当する番号すべてに0をつけ‘骸当する権樹 呼吸器外科 11. 心臓血曹外科也i由化輯件栴 13.小児外科 鶴当する番号すへてにOをつけ鼠当する梅楊 呼吸器外輯 11.Q随血管外科，.i由化韓外科 JJ.小児持科

将•＂＂＇咽合Iま「鈎その他』柵＝飽入するこ 14.質管室道外科 15. E円持科 1且聾摺持軒 11.脂神経外科 科がない堀合l主『99.その他』柵に記入するこ 1＜民世食道外科 15.ll門外科 1且撞静叫科 17.lli神韓外科

と． 1且郁隅丹科 19.提書升耕民輔神科 21.アレ＂，ギー科 22.り と． ＂静脚同 1自民事件科目輔神科 21.7L-JI，ギー科包り

ウマチ島田．小児鞘 24.皮膚科＂語原担割..崖婦人科 ウマテ軒 13.小児桝 24.皮膚科 2旦描原画科 26.虚婦人科

21.車科 28.婦人科目．眼科塾互畳盟盤担 31.I｝ハピ・J子ー 21.塵科目．陣人鵬毘瞳科 ~.Uいんと号制 31. リハピ’J

ショ，科＂醐柵科国 a病理.. 断碑国．臨庫検査科訪韓 子ーシーシ科＂放射楓拠却欄理障断碑 34.臨席検査特

車科眠その他 Q:l:l:.ti!λLてくだ書いJ 宙，救急科目..その他償JOEλLて＜~さい·＇

g問1 " 曽＂ 科 銅1 利 領＂ 持

初3
’‘ 

904 科 銅3
’‘ ＂唱 剥

鉱. ’唱 "' 特 鉛5 利 筑》6 制

'" 将 008 将 '" 科 "' 利

"' ’ー 910 科 .. 調 910 考ヰ

臨席研悼協力施践概』車－2-（略） 鴎庫研催協力施設楠担畢－2ー（略｝

蕗庫研修協力施勧概担費－3- 臨阜研樺協力施霞概担童－3-, 
（暗） （陪）

l柚

18・18（略） 領官。 1.・19慣量） 噛

20，研修彊の拠遇 t陶 ”. 20.研修医の担遇 ｛陪 信旬

｛革併裂・協力整毘入J 動務時倒 轟制抽鎚務椅側（ ： 四 : ) 14時冊事毘 唖鈴型 11!カ型飽入） 総務時間 轟本的な馳事情冊｛ ＂＇的側義盟

盤盟堕園 f

時間丹勤務句有精： 1，有 ＇・蜘 時閣書惜摘の有情：＂有 ＇・鯉

｛路J （細 圃｝ 〈崎3

揖欄I立、記入しないこと。 謀棚玄、記入しない』と．

｛記入要領｝ ［記入聾領）

1～20  （時） 1～20  （暗）

3 

4 



• 21 r研憧医目処置」 2 1 「研修匿の処遇J

( 1）・（2) （暗） ( 1）・（2) ｛略）

(3）「動崎持問J欄は、研修E由基本的な勤務時間旦ぴ勤務時間中の休憩時間について記 (3）「動輯鰭聞J欄は、研蜂涯の基本的な動輯時間について記入すること．また、『時刊問

入すること。また、 f時間外勤轄の有無」欄は‘時間外勤理事が晶る場合には「1 有J 例閣務の有無J欄は．時間外勤務がある堀合には『1 有Jに、無い塙古には ro.
に、続い堀合には「0 無」にOをつけること． 無』にOをつけること．

(4) - (9) （略） (4) - (9) ｛暗）

様式5-7（暗） 様式5-7（時）

棉式8 様式8

年次報告書、研修プログラム壷亘・新民届出書1-4（時］ 年虫報告書、研憧プログラム壷亘・新設届出書1-4（陪）

年＇.）：；輯告書‘研修プログラム車更・斬段届出書－ 5- 年虫報告書、研修プログラム産宣・新設届出書一5-

｛陪） （時）

29四 32（略） 冊 29-32圃｝ 冊

33.研修匿の処遇 l附 ｛陶 3 3.研修医の担遇 咽 ｛船

嘩鉾型悔カ型配入） 勤務時冊 轟軸悼勤務時間 I ： 四 : ) 24崎冊醐E 嘩’摺・協力型!aJJ 鉛務時間 革本暗号＇＂鵬崎柵（ ： 『 ) ＂時間表記

盤盟盈盟（

時間井勘帯四有牌； 1.有 E‘傭 時障措踊の有楠； 1，有＇・据

｛略J 償. 圃） ｛船

34・35（略J 34・35骨量｝

器棚立、記入しないζL 諜欄は、記入しないこと．

（記入要領） （記入要領）

1～1 3 ｛略） 1～1 3 （暗）

1 4 「医師｛研樺医を吉むJの員散」欄について 1 4 『医師（研樺匿を吉むJの員融J欄について

(1) - (4) （略） (1) - (4) ｛略）

(5）「医療法による匡師の標準員融」は、 E司R，羽詰行規則軍19量揮1項軍1号の規定に (5）『聞出こよる医師の標準員勧！立、匡擁法施行規則揮19条第1項草1号の規定
世い、次に掲げる軍出式により算出すること（患者散は、入院及び外来とも申請年度由 に世い、次に掲げる軍出式により算出すること（患者世l玄、 λ陽及び舛来とも申留年
前年度由1田平均とすること，）， 度目前年度目1日平均とすること，），

5 

出軍出式 出軍出式

［…一＝慎一串…一一一一一伽叫輯〈』 〔…一恥…闘…事由……岨叫一…吊耐一一2瑚圃

＋外出師 ＋一…
2.5 IS IS 2.5 5 16 

(6) （暗） ( 6) （時）

1 5～29 ［暗） 1 5～29 ［暗）

30噸修医の魁l!IJ 30 I研修匿の担劃

( 1）・（2) ｛時） ( 1〕・（2) （時）

(3）『勤務時間』欄l立、研修匿の基本的な勤務時聞及び勤務時間中の休憩時間について記 (3）「動輯時間」欄は．研棒医の基本的な勤輯時聞について記入すること．また、「時間

入すること．また.r時間外動輯町有無」欄l乱時間外勤務がある塙合には「1 有J 外勤庸の有無J欄lま、時間外勤曹がある堀合には『1 有jに、無い堀合には ro.
に、無い堀合には「O 無」にOをつけること． 無JにOをつけること．

(4) - (9) （暗） (4）～（9) （暗）

様式g 様式9

年虫報告書・臨底研修協力施設概況査1 2 （略） 年＇.）：報告書・臨車研修協力施設相現童 1・2 （略）

年ま報告書・臨床研修協力施設紙E韮－3- 年＇.）：；報告書・臨席研修協力施設楠担章一 3-

（暗） （時）

項目＂官官民ついては．岨歯帽唱官官入 Lて明書い 議 項目＂まで＂つい τは．帽禽剛司師官弘Lτ〈ださい 罰誕

研修プログラムの変更又Iま新包ゆ増含l本土佐肉曹と 研修プログラムの変更又は銑訟の備会＇＂土盟内容と

佐せて以下旬院需についても阻λLて〈ださい． 齢世τ以下町内容についても記入してください．

16・17（略｝ 醐 l 1.・17晴｝ 価~

18，研修医の提遇ー "" 
岨 1.，研修匿の担遇 細書。 個個

勧務鱒倒 益軸拍即日書時倒｛ - ; 1剖時間賓館 動務時間 轟ヰ摘な勤者時冊【 ： 』 ： 】M時間車E

量量盛！ ( 

時間外動曹司有無＂・有 E，構 時間叫勤務田有踊＂・有 Z，鯖

時｝ ｛晦 時｝ ｛闇

X欄は、記入しないこと． 員長欄は、記入しないこと。

（記入軍備） ｛記入要領）

1～1 7 ［時） 1 ...... 1 7 （略）

6 



1 8 r研陣匿の勉/lJ

( 1）・（2) （略的

(3) r勤務時間J欄l玄、研修医の基本的な勤務時間1'1>勤務時間中の休閣時間について毘

入する己と．また、『時間同勤務国有無」欄l立、時間外勤務が晶る塙古にlま「1 有J

に、無い場合には ro.無JにOをつけること．

(4) - (9) （暗］

1 8 f研修匿の処遇J

(1ト（2) （時）

、
' 

(3）「動輯時間J欄l乱研修医の基本的事動峨時間について記入すること．また、「時間

外勤務の有無J 欄I~. 時間舛勘務がある場合iこは『1 有」に、無い場合には ro.
無jlごOをつけるζと。

(4)-(9) （時）
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A鳥

各都湖守県知事殿

医政発第0612004号

平成 15年 6月 12日

（一部改正平成 28年 3月 30日）

厚生労働省医政局長

医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について

医師の臨床研修Iこついては、医療法等の一部を改正する法律（平成 12年法律第 141号。以下

「改正法」という。）による医師法（昭和 23年法律第 201号。以下「法」という。）の一部改正

により、インターン制度が廃止されて以来 36年ぶりに抜本的な改革が行われることとなった。

すなわち、診療に従事しようとするすべての医師は、臨床研修を受けなければならないこととさ

れ、また、これに併せて、臨床研修の内容の検討を進め、医師が、適切な指導体制の下で、医師

としての人格をかん養し、プライマリ・ケアを中心に幅広く医師として必要な診療能力を効果的

に身に付けることができるものとすることとされたところである。これを踏まえ、平成 14年 12

月 11日によ医師法第 16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令（平成 14年厚生労働省

令第 158号。以下「臨床研修省令」という。）が公布・施行され、また、その後の検討を受け

て、平成 15年6月 12日に、医師法第 16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部

を改正する省令（平成 15年厚生労働省令第 1051主以下「改正省令」という。）が公布・施行さ

れ、下記のとおり、新たな臨床研修制度が定められたところである。また、本制度の円滑な実施

を図るため、地方厚生局において、臨床研修病院、大学病院、医療関係団体等の参加を得て連絡

協議会を設置することとしている。

新たな臨床研修制度は、医師が、医師としての基盤形成の時期に、患者を全人的に診ることが

できる基本的な診療能力を修得することにより、医師としての資質の向上を図ることを目的とし

ており、地域の医療提供体制の整備に当たっても、重要な役割を果たすことが期待されるもので

ある。ついては、貴職におかれでも、臨床研修省令の趣旨、内容等について御了知の上、貴管内

の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知に努めるとともに、地方厚生局に

おいて設置する連絡協議会に参加するなど、新たな臨床研修制度の円滑な実施に御協力をお願い

する。
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記

第1 臨床研修省令の趣旨

法第 16条の2第1項に規定する臨床刷P彦については、改正法による法の一部改正により、

平成 16年4月1日から、診療に従事しようとするすべての医師に義務付けられるところであ

るが、臨床研安省令は、法第 16条の2第1項に規定する臨床研修に関して内臨床朝彦の基本

忠念、臨床研修病院の指定の基準等を定めるものであること。 、

なお、改正法附則第8条（臨床研修修了医師の登録に係る経過措置）の規定により、同日前

に医師免許を受けている者及び同目前に医師免許の申請を行った者であって同日以後に医師免

許を受けたものは、改正法による改正後の法第 16条の4第1項の規定による臨床研倒彦了者

の登録を受けた者とみなされること。

第2 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準

1 用語の定義

(1) 「臨床研修」

法第16条の2第1項に規定する臨床研修をいうものであること。

(2) 「臨床研修病院」

法第16条の2第1項の指定を受けた病院をいうものであること。

(3) 「基幹型臨床研lit;病院

臨床明彦病院のうち、他の病院文は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当

該臨床研修の全体的な管理・責任を有するものをいうものであること。

(4) 「協力型臨床研働丙院j

臨床研修病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院であって、基幹型臨床研

修病院でないものをいうものであること。

(5) 「研修協力施設J

臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床明彦病院及び医学を履修す

る課程を置く大学に附属する病院以外のものをいうものであること。以下「臨床研彦協力

施設」という。

なお、臨床研修協力施設としては、例えば、へき地・離島診療所、中小病院・診療所、

保健所、介護老人保健施設、社会福松蝿設、赤十字社血液センター、各種検診・健診の実

施施設等が考えられること。

(6) 「臨床研修病院群」

共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院及び協力型臨床研修病院をいうものである
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こと。臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施設も

臨床研修病院群に含まれること。

(7) 「大学病院J

医学を履修する課程を置く大学に附属する病院をいうものであること。

(8) 「研修管理委員会J

臨床研修を行う病院において臨床研修の実施を統括管理する機関をいうものであるこ

と。

なお、研修管理委員会は基幹型臨床研修病院等、臨床研修を管理する病院に設置される

こと。

(9) 「研修プログラム」

臨床研修の実施に関する計画をいうものであること。

(10) 「プログラム責任者」

研修プログラムの企画立案及び実施の管理並びに研修医に対する助言、指導その他の援

助を行う者をいうものであること。

(11) 「研修実施責任者J

協力型臨床研彦病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実抱

を管理する者をいうものであること。

なお、研修実施責任者は、プログラム責任者及び臨床研修指導医を兼務しても差し支え

ないとと。

(12) 「臨床研修指導医」

研修医に対する指導を行う医師をいうものであること。以下「指導医」という。

(13）「明i短 J

臨床研修を受けている医師をいうものであること。

(14) 「臨床病理検討会」

個別の症例（剖検例）について病理学的見地から検討を行うための会合

(Clinicopathological Conference: C PC）をいうものであること。

(15）「刺繍間j

臨床研修を行っている期聞をいうものであること。

2 臨床研修の基本理念

医師については、単に専門分野の負傷又は疾病を治療するのみでなく、患者の健康と負傷

又は疾病を全人的に診ることが期待され、医師と患者及びその家族との聞での十分なコミュ

ニケーションの下に総合的な診療を行うことが求められていること。また、医療の社会的重
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要性及び公共性を考えると、臨床研修は、医師個人の技術の向上を超えて、社会にとって必

要性の高いものであること。

このため、臨床研修については、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする

分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療にお

いて頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的な診療

l 能力（態度・技能・知1紛を身に付けることのできるものでなければならないこと。

3 臨床研修病院の指定

(1）法第16条の2第1項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うこと。

ア基幹型臨床研修病院

イ 協力型臨床刷i多病院

(2）基幹型臨床研｛~；病院及び協力型臨床研惨病院は、それぞれ柚の区分の臨床研修病院とな

ることがで、きること。

4 臨床研働丙院の指定の申請

(1）基幹型臨床研i彦病院の指定の申請

ア基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しよう

とする年度の前年度の6月 30日までに、当該病院に関する指定申請書（様式1）を厚

生労働大臣に提出しなければならないこと。

イ 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。

(7）当該指定に係るすべての研修プログラム

（イ）プログラム責任者履歴書（様式2)

（ウ）当該病院の研修医名簿（様式3)

（エ）臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研修協

力施設となる施設に係る臨床研修協力施設概況表（様式4）及ひ瀦床研修協力施設承

諾書（様式5)

（オ）当該指定に係る臨床研修病院群を構成することとなる関係施設相互間の連携体制を

記載した書類（様式6)

ウ 基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、当該病院に関する指定

申請書及ひ鴇付書類と、協力型臨床研修病院として共同して臨床研摩を行うこととなる

病院に関する指定申請書及び添付書類とを、一括して当該基幹型臨床研修病院の所在地

を管轄する地方厚生局健康福抱回目医事課あてに送付すること。

(2）協力型臨床研修病院の指定の申請

ア協力型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しよう
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とする年度の前年度の6月 30日までに、当該病院に関する指定申請書（様式1）を、

基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の開設者を経由して

厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

イ 基幹型臨床研修病院として協同して臨床研修を行うこととなる病院の開設者は、協力

型臨床研修病院の指定を受けようとする病院に関する指定申請書（様式1）及び当該指

定に係る臨床研修病院群を構成することとなる関係施設相互間の連携体制を記載した書

類（様式6）を、当該基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福ネ＇ Il:tm医

事課あてに送付すること。

5 臨床明彦病院の指定の基準

(1）基幹型臨床研彦病院の指定の基準

厚生労働大臣は、基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者から指定の

申請があった場合において、当該病院が次に掲げる事項に適合していると認めるときでな

ければ、基幹型臨床研修病院の指定をしてはならないこと。

ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床開！の基本車念にのっとった研修プログラムを有

していること。

(7）研修プログラムには、次に掲げる事項が定められていること。

① 当該研修プログラムの特色

②臨床研修の目標

「臨床研修の目標」は、 「臨床研修の到達目標」 （別添1）を参考にして、臨床

研惨病院が当該研修プログラムにおいて研修医の到達すべき目標として作成するも

のであり、 「臨床研修の到達目標Jを達成できる内容であること。

③ プログラム責任者の氏名

④臨床研修を行う分野並びに当該分野ごとの研修期間及び臨床研修病院又は臨床研

修協力施設

「臨床研修を行う分野Jとは、当該研修プログラムにおいて研修医が臨床研修を

受ける診療科等をいうものであること。内科、救急部門、地域医療を「必修科目」

とし、外科、麻酔科、小児科、産婦人科及び精神科を「選択制隣国j とするこ

と。

⑤研修医の指導体制

⑥研修医の募集定員並びに募集及。混用の方法

⑦研修医の処遇に関する事項

次に掲げる事項をいうものであること。
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( i ）常勤又は非常勤の別

（姐）研修手当、勤務時間及び休1暇に関する事項

（出）時間外勤務及び当直に関する事項

（お）研修医のための宿舎及。精院内の個室の有無

(v）社会保険・労働保険（公的医療保険、公的年金保険、労働者災害補償保険、雇

用保険）に関する事項

(vi）健康管理に関する事項

(vii）医師賠償責任保険に関する事項

(viii）外部の研修活動に関する事項（学会、研究会等への参加の可否及び費用負担の

有無）

（イ）原則として、研修期間全体の8月以上は、基幹型臨床研修病院で研修を行うもので

あること。さらに地域医療との関係等に配慮しつつ、全体の研修期間の半分以上に相

当する 1年以上を基幹型臨床研修病院で行うことが望ましいこと。

（ウ）協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う場合にあっては、協力型臨床研修病

院の名称、協力型臨床研修病院が行う研修の内容及ひ潮間並びに研修実施責任者及び

指導医の氏名が研修プログラムに明示されていること。

（エ）臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施設の

種別及て長名称、臨床研修協力施設が行う研修の内容及び期間並びに研修実施責任者及

び研修医の指導を行う者の氏名が研修プログラムに明示されていること。

（が研修プログラムに定められた臨床研修を行う分野並びに当該分野ごとの研修期間及

び臨床研修病院又は臨床研修協力施設が次に掲げる事項を満たすものであること。

①研修期間は、原則として合計2年以上とすること。

② 臨床研修を行う分野及び当官お長野ごとの研修期間は、研修医の将来のキャリア等

に円滑につながるよう、臨床研修病院の実情及び研修プログ、ラムの特色を考慮して

定めること。必修科目の全て及び5つの選択必修科目のうちの2つの診療科につい

ては、必ず臨床開彦を行うこと。

③原則として、当初の 12月の聞に内科及び救急部門を研修し、次の 12月の聞に地

域医療を研修すること。なお、研修開始時に研修医の将来のキャリアを考慮した診

療科の研修を一定期間行った後に、必修の診療科の研修を開始することもできるこ

と。

④原則として、内科においては6月以上、救急部門においては3月以上、地域医療

においては1月以上の研修を行うこと。
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⑤ 選択必1僻ト目の各診療科については、研修医の希望に応じていずれの診療科の研

修も確実に実施できるよう、各診療科において到達目標の達成に必要な研修を行う

体制を確保すること。あわせて、臨床研修病院の判断で適切な研修期間を設定する

こと。なお、臨床研修病院の判断で、各研修プログラムにおいて、選択必修科目の

全部または一部を必ず研修する診療科目として扱うこともできること。

⑥必修科目及び選択必修科目以外の研修期間は、研修医が積極的に明彦プログラム

を選択し、臨床研修に取り組むことができるよう、地域や病院の特色をいかし、更

に臨床研修を充実させるために活用すること。

⑦臨床研修を行う分野ごとの研修期間は、①から⑥までを踏まえて多様に設定する

ものであるが、研修プログラムの特色や指導体制等各病院における体制によって

は、例えば、当初の 12月について、内科において6月の研修、救急部門において

3月の研修を行うこととし、選宇ん凶僻ト目のうち2つの診療科において3月の研修

の後、次の 12月について、地域医療において1月の研修を行った後に、将来専門

とする診療科に関連した診療科を中心に研修を行うことが考えられること。また、

当初の 12月について、まず、将来専門としたい診療科で3月の研修を行った後

に、内科において6月の研修、救急部門において3月の研修を行うこととし、次の

12月について、地域医療において1月の研修、選択必修の診療科のうち2つの診療

科において一定の期間の研修を行った後に、残りの期間を将来専門としたい診療科

において研修を行うこと、もしくは、当初の 12月について、内科において6月の

研修、救急部門及て紗ト科においてそれぞれ3月の研修を行うこととし、次の 12月

について、地域医療を3月行った後、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科のうち、

3つの診療科においてそれぞれ3月の研修を行うことなども考えられること。

③救急部門については、救急部（救急部がない場合には救急外来）等を適切に経験

させることにより対応すること。

⑨総合診療科等、臨床研修を行う診療科の名称が必修科目又は選拠削僻十目の診療

科等の名称と異なる場合であっても、当該診療科における研修内容が必官隣国又は

選宇ん必修科目のいずれかの診療科等の研修内容と同じものであるときには、研修内

容に応じて、当該診療科における研修期間を、相当する必修科目又は選択必修科目

の診療科等の研修期間として差し支えないこと。

⑬地域医療については、適切な指導体制の下で、患者が営む日常生活や居住する地

域の特性に即した医療（在宅医療を含む）について瑚平し、実践するという考え方

に基づいて、へき地・離島診療所、中小病院・診療所等を適宣墾択して研修を行う
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こじまた、研修を行う病院又は診療所については、各都制守県に設置されている

地域医療対策協議会や、関係する地方公共団体の意向を踏まえるなど、地域の実情

に応じて選定するよう配慮すること。

⑪臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合には、原則として、臨床研修協

力施設における研修期間を合計3月以内とすること。ただし、地域医療に対する配

慮から、へき地・離島診療所等における研修期間についてはこの限りでないこと。

（カ）研修医の募集定員が 20人以上の基幹型臨床研修病院は、将来小児科医になること

を希望する研修医を対象とした研修プログラム及び将来産科医になることを希望する

研修医を対象とした研修プログラム（募集定員各2人以上）を必ず設けること。

イ 医療法樹子規員lj（昭和 23年厚生省令第 50号）第四条第1項第1号に規定する員数

の医師を有していること。

医師数については、 「医療法第 21条の規定に基づく人員の算出に当たっての取扱い

等について」 （平成10年6月 26日付け健政発第777号、医薬発第574号）に定める常

勤換算により算出された医師（研修医を含む。）の数をいうものであること。

ワ 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。

「臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること」とは、当該病院と協力型臨

床研修病院の診療科とを合わせて、原則として、内科、外科、小児科、産婦人科及ひ精

神科の診療科を標ぼうしていることをいうものであること。

エ救急医療を提供していること。

F救急医療を提供していること」とは、救急告示病院又は医療計画上、初期救急医療

機関、第二次救急医療機関若しくは第三次救急医療機関として位置付けられている病院

であって、初期救急医療を実施しており、適切な指導体制の下に救急医療に係る十分な

症例が確保できるものであることをいうこと。

オ臨床開修を行うために必要な症例があること。

「臨床研修を行うために必要な症例があること」とは、 「臨床研修の到達目標」を達

成するために必要な症例が確保されていることをいうものであること。入院患者の数に

ついては、年間3,000人以上であること。

当該病院における症例としては、内科及ひ敬急；部門について、その疾患等に過度の偏

りがないととが望ましいこと。このため、特定の分野の専門的医療を専ら行う病院が基

幹型臨床研修病院となることは望ましくないこと。

各診療科での研修に必要な症例については、当該病院と協力型臨床研修病院及び臨床

研修協力施設の症例と合わせて必要な症例があること。例えば、救急部門を研修する病
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院にあっては救急患者の取扱件数が年間 5,000件以上、内科、外科、小児科、産婦人科

及び精神科については、年間入院患者数 100人（外科にあっては明彦医1人あたり 50

人以上）、産婦人科を研修する病院の分娩数については年間 350件又は研修医1人あた

り10件以上が望ましいこと。

カ 臨床病理検討会（CPC）を適切に開催していること。

キ臨床研修の実施に関し必要な施設及ひ官備を有していること。ただし、共同して臨床

研修を行う臨床研修協力施設が医療機関である場合にあっては、当該病院及び臨床研修

協力施設が、それぞれの担当する臨床研修の実施に関し必要な施設及ひ浸備を有してい

ること。

「臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること」とは、臨床研修の実

施に関し必要な施設のほか、臨床研修に必要な図書又は雑誌を有しており、また、原則

として、インターネットが利用できる環境（Medline等の文献データベース、教育用コ

ンテンツ等が利用できる環境）が整備されていることをいうものであること。さらに、

次に掲げる施設及ひ設備を備えていることが望ましいこと。

(7）研修医のための宿舎及び研修医室

（イ）医学教育用シミュレータ｝（切開及び縫合、直腸診、乳房診、二次救命処置

(Advanced Cardiovascular Life Support: A C  L S）、心音又は呼吸音の聴診等の

訓練用樹オ）、医学教育用ビデオ等の機材

ク 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。

「患者の病歴に関する情報を適切に管理していること」とは、病歴管理者が選任され

ており、診療に関する諸記録（診療録、病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記

録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間

中の診療経過の要約等）の管理が適正になされていることをいうものであること。

ケ医療に関する安全管理のための体制を確保していること。

「医療に関する安全管理のための体制を確保していることJとは、医療法施行規則第

1条の 11第1項及び第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を満たすことを

いうものであること。

(7）医療に係る安全管理を行う者（以下「安全管理者」という。）を配置すること。

安全管理者とは、当該病院における医療に係る安全管理を行う部門（以下「安全管

理部門j という。）の業務に関する企画立案及ひ評価、当該病院内における医療安全

に関する職員の安全管理に関する意識の向上や指導等の業務を行うものであり、次に

掲げる基準を満たす必要があること。
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①医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のうちのいずれかの資格を有していること。

②医療安全に関する必要な知識を有していること。

＠ 当該病院の安全管理部門に所属していること。

④ 当該病院の医療に係る安全管理のための委員会（以下「安全管理委員会」とU、
う。）の構成員に含まれていること。

（イ）安全管理部門を設置すること。

安全管理部門とは、安全管理者及びその他必要な職員で構成され、安全管理委員会

で決定された方針に基づき、組織横断的に当該病院内の安全管理を担う部門であっ

て、次に掲げる業務を行うものであること。

①安全管理委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保存、その他安全管理委

員会の庶務に関すること。

②事故等に関する診療録や看護記録等への記載が正確かつ十分になされていること

の確認を行うとともに、必要な指導を行うこと。

③患者や家族への説明など事故発生時の対応状況について確認を行うとともに、必

要な指導を行うこと。

④事故等の原因究明が適切に実施されていることを確認するとともに、必要な指導

を行うこと。

⑤ 医療安全に係る連絡調整に関すること。

⑥ 医療安全対策の推3隼に関すること。

（ウ）患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。

「患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること」とは、当該病院内に患者相

談窓口を常設し、患者等からの苦情や相談に応じられる体制を確保するものであり、

次に掲げる基準を満たす必要があること。また、これらの苦情や相談は当該病院の安

全対策等の見直しにも活用されるものであること。

①患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等につ

いて、患者等に明示されていること。

②患者相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取扱い、相談情報の

秘密保護、管理者への報告等に関する規約が整備されていること。l

③患者や家族等が相談を行うことにより不利益を受けないよう、適切な配慮がなさ

れていること。

コ研修管理委員会を設置していること。

研修管理委員会は、 6(1）を満たすものであること。
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サプログラム責任者を適切に配置していること。

「プログラム責任者を適切に配置していること」とは、当該病院又は協力型臨床研修

病院のいずれかにおいて、 6(3）；を満たしたプログラム責任者が、研修プログラムごと

に配置されていることをいうものであること。ただし、 20人以上の研修医が一つの研修

プログラムに基づいて臨床研修を受ける場合には、原則として、プログラム責任者とと

もに、副プログラム責任者を配置し、プログ、ラム責任者及び副フ。ログラム責任者の受け

持つ研修医の数が1人当たり 20人を超えないようにすること。

シ適切な指導体制を有していること。ただし、臨床研修協力施設と共同して臨床研修を

行う場合にあっては、臨床研修病院群における指導体制が適切なものであること。

（ア） 「適切な指導体制を有していること」とは、後述する 6（心を満たした指導医が、

原則として、内科、救急部門、外科、麻酪哨（部門）、小児科、産婦人科及ひ精神科

の診療科（部門）並びに当該研修プログラム独自で必修科目としている診療科（部

門）に自己置されており、個々の指導医が、勤務体制上指導時聞を十分に確保できるこ

とをいうものであること。指導にあたっては、研修医5人に対して指導医が1人以上

配置されていること。また、指導医は研~医に対する指導に関する責任者又は管理者

の立場にあるものであり、指導医が研修医を直接指導することだけでなく、指導医の

指導監督の下、上級医（研｜彦医よりも臨床経験の長い医師をいう。以下閉じ）が研修

医を直接指導すること（いわゆる「屋根瓦方式J）も想定していること。その他の研

修分野についても、適切な指導カを有している者が、研修医の指導に当たること。

（イ）休日・夜間の当直における指導体制については、電話等により指導医又は上級医に

相談できる体制が確保されるとともに、研修医l人で対応できない症例が想定される

場合には、指導医又は上級医が直ちに対応できるような体制（オンコール体制）が確

保されていること。また、休日・夜間の当直を1年次の研修医が行う場合について

は、原則として指導医又は上級医とともに、 2人以上で行うこと。

（ウ）精神科の研修を行う臨床研修病院又は臨床研修協力施設においては、精神保健福祉

士、作業療法士その他診療要員を適当数配置していることが望ましいこと。

（エ）研修医手帳を作成し、研修医が当該手帳に研修内容を記入するよう指導すること。

また、研修医が担当した患者の病歴や手術の要約を作成するよう指導すること。

ス研修医の募楽定員が、研修医の適正配置の観点から適切であること。

「研修医の募集定員が、研修医の適正配置の観点から適切であること」とは、研修医

の募集定員が以下の（7）若しくは（イ）の数値を超えないか、又は後述の 22により都宙守

県が調整した募集定員であること。
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(7）明彦医の募集を行う年度を起点として当該病院の過去3年間の研修医の受入実績の

最大値（後述の 23により加算された募喋定員に係る明彦医の受入実績を除く。）。

ただし、当設病院からの医師派遣等の実績を勘案し（ウ）、（エ）に規定する方法により定

める数を加算する。 ( (7）から求められる数値を「A」とする。以下同じ。）

（イ）当該病院が所在する都道府県内にある臨床研修病院及び大学病院の（7）により算出

された募集定員の合計（当該合計数値を「A’Jとする。以下同じ。）が、（めに規

定する当該都道府県の募集定員の基礎数（当該基礎数値を「BJ とする。以下同

じ。）を超える場合は、以下の計算式により算出した値（小数点以下の端数を生じた

場合は四捨五入した値）とする。ただし、病院が希望する募集定員（当該希望数値を

「CJとする。以下同じ。）が、それを下回る場合はCの値とする。

A×B/A’ ただし、 Cが当該値を下回る場合はC

（ウ）（了）において加算する数値については、研修医の募集を行う年度の前年度末の時点

において医師派遣等が行われている常勤の医師数が 20人以上の場合を1とし、 5人

増える毎に1を加え、 80人以上の場合を 13とする。

（エ）（ウ）にいう「医師派遣等Jとは、①～⑤のすべてを満たす場合とする。

①以下のア）からウ）までに揚げる場合のいずれかに当てはまること。

ア）病院が、当該病院に勤務する医師を、出向などにより、当該病院以外の受入病

院に勤務させる場合

イ）病院が、当該病院に勤務経験のある医師を、当該病院以外の受入病院との主た

る調整役として、当該病院以外の受入病院に勤務させる場合

ウ）病院が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備

等に関する法律（昭和 60年法律第 88号）に基づき、地域医療の確保等のために

医師を派遣する場合

②対象となる医師は、医師免許取得後7年以上 15年以下の臨床経験を有し、受入

病院で常勤として勤務すること。

③受入病院で勤務すラる期間が継続して1年以上3年以下であること。

④各都道府県に設置されている地域医療対策協議会や関係する地方公共団体などの

意向を踏まえた医師派遣等であること。

⑤開設者が同一の病院聞において行われている医師派遣等や、受入病院との相互の

交流として行われている医師派遣等ではないこと。

（オ）（イ）にいう「当該都制守県の募集定員の基礎数Jとは、以下の計算式により算出し

た数値をいう。
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D + E + F + G + H 

D：次のDlとD2のうちの多い方の数値の全国に対する割合で全国の研修医総数の

推計値を按分した数値

Dl：全国の研修医総数の推計値×当該都道府県の人口／全国の総人口

D2：全国の研修医総数の推計値×当該都道府県内の大学医学部の入学定員の

合計／全国の大学医学部の入学定員の合計

E : 100平方km当たりの医師数が全国の平均値よりも少ない都道府県についてはDに

0.07を乗じた数値とし、 100平方凶l当たりの医師数が 30未満の都道府県につい

てはDに0.1を乗じた数値

F D ×離島人口× 6／当該都道府県の人口

G ：人口に占める高齢者（65歳以上）人口の割合が全国の平均値よりも多い都翻守県

についてはDに0.06を乗じた数値

H：人口 10万人当たりの医師数が全国の平均値よりも少ない都副守県についてはD

に0.06を乗じた数値

（カ）（がで用いる数値については以下のとおりとする。

①研修医の数については、研修医の募集を行う年度1学年分の研修医の数

②人口（高齢者（65歳以上）の人口を含む。）については、直近の推計人口（総務

省）の値

③大学医学部の入学定員については、研修医の募集を行う年度の数値

④大学医学部の入学定員のうち、平成 22年度より設定されている、大学医学部入学

定員の増員に伴う特定の地域医療への従事を条件とする地域枠であって、他の都道

府県の大学医学部で養成される数の取扱いについては、地域枠を有している都道府

県において、上限を増やす必要性に応じ、当該大学の所在地である他の都道府県と

の閑でその数を調整すること。

喧珊道府県の面積については、直近の全国市町沖す要覧（総務省）における数値

⑥医師数については、直近の医師・歯科医師・薬剤師調査による数値

rx離島人口は、離島振興法（昭和 27年法律第 72号）、小笠原諸島振興開発特別措置

法（昭和44年法律第79号）、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第 189

号）及び沖縄振興特別措置法（平成 14年法律第 14号）に基づき指定されている離

島の直近の人口の値

（キ）新たに基幹型臨床研修病院の指定を受ける場合にあっては、初めて研修医を募集す

る年度の明彦医の募集定員を2人とすること。
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セ 受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。

(7）臨床開彦を行うために適切な研修医の数は、プライマリ・ケアの基本的な診療能力

を修得するのに必要な症例を勘案したものとするが、原則として、病床数を 10で除

した数又は年間の入院患者数を 100で除した数を超えないものであること。この場合

において、研修医の数とは、当該病院において受け入れているすべての研修医の数を

いい、 1年次及び2年次の研修医の数を合計したものであること。受け入れる研修医

の数は、臨床朝彦病院群を構成する臨床研修病院ごとに適切な数である必要があるこ

と。

（イ）指導医1人が指導を受け持つ研修医は、 5人までとすること。

（り）原則として、研修プログラムごとに2人以上の研修医を毎年継続して受け入れるこ

とができる体制であること。

ソ研修医の募集及。濡用の方法が臨床開彦の実施のために適切なものであること。

「研修医の募集及。糠用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること」と

は、原則として、公募による採用が行われることをいうものであること。

タ 研修医に対する適切な処遇を確保していること。ただし、臨床研修協力施設と共同し

て臨床研修を行う場合にあっては、当該病院及び臨床研修協力施設のそれぞれにおい

て、研修医に対する適切な処遇が確保されていること。

チ協力型臨床研働丙院として研修医に対して臨床研fl@;を行った実績があること。

「協力型臨床研修病院として研修医に対して臨床研修を行った実績があること」と

は、協力型臨床酬彦病院として、研修医に対して2年間臨床研修を行ったことに相当す

る実績があることをいうものであること。当該実績とは、研修医の受入が2年以上ない

ことにより、研fl@;；病院の指定を取り消された病院にあっては、指定を取り消された後、

協力型臨床研修病院として、研修医に対して2年間臨床研修を行ったことに相当する実

績があることをいうものであること。

ツ 協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設〔病院又は診療所に限る）又は大学病院と連

携して臨床研修を行うこと。

大学病院などの地域の中核病院を中心とした臨床研修病院群の形成を促進し、地域で

連携して医師を育成する観点から、協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設（病院又は

診療所に限る）又は大学病院と連携して、臨床研修を行うものであり、病期や疾病領域

等をはじめとした医療機能の観点から、頻度の高い疾病等について様々なパリヱーショ l

ンの経験及び能力形成が可能となるものであること。

テ 臨床研修病院群を構成する関係施設相互間で緊密な連携体制を確保していること。
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（ア） 「緊密な連携体制」とは、医師の往来、医療機器の共同利用等、診療及び臨床研修

につドて機能的な連携が具体的に行われている状態をいうものであること。

（イ）地域医療のシステム化を図り、臨床研修病院群における緊密な連携を保つため、臨

床研修病院群を構成する臨床研修病院及び臨床研修協力施設（病院又は診療所に限

る）は、原則、同一の二次医療圏内又は同ーの都道府県内にあることを基本とし、そ

れらの地域を越える場合は、以下のような正当な理由があること。

①へき地・離島等を含めた医師不足掛或における地域医療相修であること。

②生活圏を同じくする県境を越えた隣接する二次医療圏における協力型病院及。噺

修協力施設との連携であること。

③その他、基幹型病院と地域医療の上で連携が強く、十分な指導体制のもとで様々

なバリエーションの経験及び能力形成が可能であり、一般的な診療において頻繁に

関わる負傷又は疾病に適切に対応できるような基本的な診療能力を身に付けるニと

のできる良質な研修が見込まれる場合であること。

（り）指定後においても、臨床研修病院群を構成する関係施設、特に協力型臨床研修病院

については、研修医の受入実績を十分に踏まえて臨床研修病問平の見直しを行ってい

くよう努めること。

ト 協力型臨床研修病院として共同して臨床研修を行う病院が、 5(2）の協力型臨床研修

病院の指定の基準に適合していること。

ナ第三者による言判面を受け、その結果を公表するよう努めること。

ニ 医療法第 30条の 12に基づき地域医療の確保のための協議や施策の実施に参加するよ

う都道府県から求めがあった場合には、これに協力するよう努めること。

(2）協力型臨床研修病院の指定の基準

厚生労働大臣は、協力型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者から指定の

申請があった場合において、当該病院が次に掲げる事項に適合していると認めるときでな

ければ、協力型臨床研修病院の指定をしてはならないこと。

なお、アからケまでの各項目については、以下に特に定めるもののほか、（1）の各項目

において示した内容に準じること。

ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床研修の基本車念にのっとった研修プログラムを有

しているとと。

イ 医療法施行規則第四条第1項第1号に規定する員数の医師を有していること。

ウ 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。

エ患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
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オ医療に関する安全管理のための体制を確保していること。

カ 適切な指導体制を有していること。

当該施設における臨床研修の実施を管理する研修実施責任者を配置していること。

キ受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。

ク 研修医の募集及。鴨用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること。

ケ研修医に対する適切な処遇を確保していること。

コ 基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行う病院が、（1）の基幹型臨床研修病

院の指定の基準に適合していること。

(3）厚生労働大臣は、臨床研彦病院の指定の申請があった場合において、当該病院が次に掲

げる事項のいずれかに該当するときは、臨床研修病院の指定をしてはならないこと。

ア後述する 14により臨床研修病院の指定を取り消され、その取消しの日から起算して

2年を経過していないこと。

イ その開設者又は管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うこ

とが適当で、ないと認められること。

(4) (1）及び（2）の臨床開彦病院の指定の基準については、臨床研修病院において年間を通じ

て常に遵守されていなければならないこと。

6_ 研修管理委員会等の要件

臨床研修を実施している問、指導医等の研修医の指導に当たる者は、適宜、研修医ごとの

研修の進捗状況を把握・評価し、修了基準に不足している部分を補い、あらかじめ定められ

た研修期間内に臨床研彦を修了することができるよう阻害、しなければならないこと。

(1）研修管理委員会

ア基幹型臨床研修病院の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければなら

ないこと。

σ）当該病院の管理者又はこれに準ずる者

（イ）当該病院の事務部門の責任者又はこれに準ずる者

（り）当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者

（エ）臨床研修病院群を構成するすべての関係施設の研修実施責任者

イ 研修管理委員会の構成員には、当該臨床研修病院及び臨床研修協力施設以外に所属す

る医師、有識者等を含むこと。

ワ研修管理委員会は、研修フ。ログラムの作成、研修プログラム相互間の調整、研修医の

管理及び研修医の採用・中断・修了の際の評価等臨床研修の実施の統括管理を行うこ

と。
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エ研修管理委員会は、必要に応じてプログラム責任者や指導医から研修医ごとの研修進

捗状況について情報提供を受ける等により、研修医ごとの研修進捗状況を把握・評価

し、修了基準に不足している部分についての研修が行えるようプログラム責任者や指導

医に指導・助言する等、有効な明彦が行えるよう配慮しなければならないこと。

(2）基幹型臨床研修病院の管理者

基幹型臨床明彦病院の管理者（以下この項及VO後述する 17から 19までにおいて「管理

者Jという。）は、責任をもって、受け入れた研修医についてあらかじめ定められた研修

期間内に臨床研修が修了できるよう努めなければならないこと。

また、研修医に対して後述する 17( 1）エの臨床研修中断証を交仲ずるような場合におい

ても、管理者時当該研修医に対し、適切な進路指導を行うものであること。

なお、管理者は、研修医が男女を間わずキャリアを継続させて、生涯にわたり自己研鎖

を続ける意欲と態度を有することができるよう、研修医が自らのキャリアパスを主体的に

考える機会が得られるよう努めるとともに、出産育児等の支援体制の強化に向け、配偶者

を含めた休暇取得等に対する研修病院内の理解の向上を図ること。

(3）プログラム責任者

ア プログラム責任者は、臨床研修を行う病院（臨床研修協力施設を除く。）の常勤の医

師であって、指導医及び研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有して

いるものでなければならないこと。

（ア）プログラム責任者は、研修プログラムごとに1人配置されることが必要であるが、

研修実施責任者及て湘導医と兼務することは差し支えないこと。

（イ） 「指導医及。噺修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているも

の」とは、原則として、 7年以上の臨床経験を有する者で、あって、プライマリ・ケア

を中心とした指導を行うことのできる経験及び能力を有しているものをいうものであ

ること。この場合において、臨床経験には臨床開彦を行った期間を含めて差し支えな

いこと。

（り）プログラム責任者は、プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会を受講してい

ること。

（エ）プログラム責任者は、研修プログラムの実施を管理し、適切な指導体制の確保に資

するための講習会を受講していることが望ましいこと。

イ プログラム責任者は、次に掲げる事項等、研修プログラムの企画立案及び実施の管理

並びに研修医に対する勃言、指導その他の援助を行うこと。

(7）研修プログラムの原案を作成すること。
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（イ）定期的に、さらに必要に応じて随時研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を把

握・評価し、研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の終了の時までに、修

了基準に不足している部分についての研修が行えるよう指導医に情報提供する等、す

べての研修医が臨床研多の目標を達成できるよう、全研修期間を通じて研修医の指導

を行うとともに、研修プログラムの調整を行うこと。

（ウ）研修医の臨床研修の休止に当たり、研修休止の理由の正当性を判定すること。

（吟研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の終了の際に、研修管理委員会に

対して、研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を報告すること。

(4）指導医等

ア指導医は、常勤の医師であって、研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能

カを有しているものでなければならないこと。

(7) 「研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているもの」とは、

原則として、 7年以上の臨床経験を有する者であって、プライマリ・ケアを中心とし

た指導を行うことのできる経験及び能力を有しているものをいうものであること。こ

の場合において、臨床経験には臨床研修を行った期間を含めて差し支えないこと。

（イ）指導医は、プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会を受講していること。

イ 指導医は、担当する分野における研修期間中、研修医ごとに臨床研修の目標の達成状

況を把握し、研修医に対する指導を行い、担当する分野における研修期間の終了後に、

研修医の言刺画をプログラム責任者に報告すること。

(7）指導医は、研修医の評価に当たっては、当該研修医の指導を行い、又は研修医と共

' 
に業務を行った医師、看護師その他の職員と十分情報を共有し、各職員による評価を

把握した上で、責任をもって評価を行わなければなlらないこと。

（イ）指導医は研修医と十分意思疎通を図り、実際の状況と評価に飛離が生じないように

努めなければならないこと。

（り）研修医による指導医の音判面についても、指導医の資質の向上に資すると考えられる

ことから、実施することが望ましいこと。

ウ 臨床研修協力施設等における研修実施責任者や指導者についても、指導医と同様の役

割を担うものであること。

7 臨床研修病院指定証の交付

厚生労働大臣は、臨床研修病院を指定した場合にあっては、当該指定を受けた病院に対し

て臨床研修病院指定証を交付するものとする。

なお、臨床朋彦病院指蹟正の交付を受けた臨床研修病院の開設者は、当該指定が取り消さ
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れたときは、臨床研｛彦病院指定証を当該臨床研働丙院の所在地を管轄する地方厚生局健康福

祉部医事課あてにJfil雲すること。

8 臨床研働丙院の変更の届出

(1）基幹型臨床研1尉育院の変更の届出

ア基幹型臨床研働丙院の開設者は、当該病院に関する次に掲げる事項に変更が生じたと

きは、その日から起算して1月以内に、臨床研修病院変更届出書（様式7）をもって、

その旨を厚生労働大医に届け出なければならないこと。

（ア）開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

（イ）管理者の氏名

（ウ）名称

（エ）診療科名

（オ）プログラム責任者

（カ）指導医及びその担当分野

（わ研修医の処遇に関する事項

（ク）臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協力施

設に係る次に掲げる事項

① 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地

②管理者の氏名

③名称

④研修医の姐置に関する事項

⑤研修医の指導を行う者及びその担当分野

⑥ 臨床開l彦協力施設が医療機関である場合にあっては診療科名

イ 臨床開彦病院変更届出書は、当該基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生局

健康福祉部医事課あてに送付すること。

ウ 共同して臨床研修を行う協力型臨床研働丙院から臨床研修病院変更届出書の送付を受

けた基幹型臨床研惨病院の開設者は、速やかに当該臨床研修変更届出書を当該基幹型臨

床研修病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

(2）協力型臨床研修病院の変更の届出

協力型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する次に掲げる事項に変更が生じたとき

は、その日から起算して1月以内に、臨床研修病院変更届出書（様式7）をもって、その

旨を共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して厚生労働大臣に届け

出なければならないこと。
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ア 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

イ管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ指導医及びその担当分野

キ研修医の処遇に関する事項

9 研修プログラムの変更又は新設の届出

(1）研修プログラムの変更

研修プログラムの変更とは、研修プログラムのうち、次に掲げる事項を変更することを

いうものであること。

ア臨床研修の目標

イ 臨床研修を行う分野

ウ 臨床研修を行う分野ごとの研修期間

エ臨床研修を行う分野ごとの臨床研修を行う病院

オ研修医の募集定員

(2）基幹型臨床明彦病院の研修プログラムの変更文は新設の届出

ア基幹型臨床研修病院の開設者は、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プロ

グラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の

前年度の4月初日までに、当該研修プログラムに関し、次に掲げる書類を添えて研修

プログラム変更・新設届出書（様式8）を厚生労働大臣に提出しなければならないこ

と。

(7）変更又は新設に係る研修プログラム（刷多プログラムの変更の場合にあっては、変

更前及び変更後の研修プログラム）

（イ）研修プログ、ラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類（変更部分

に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。）

（り）臨床研修病院群を構成する関係施設相互間の連携体制を記載した書類

イ 基幹型臨床刷彦病院の開設者は、当該病院に関する研修プログラム変更・新設届出書

及ひ添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院に関する研修プログラム

変更・新設届出書とを、一括しで当該基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生

局健康福祉部医事課あてに送付すること。

(3）協力型臨床研修病院の研修プログラムの変更又は新設の届出
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( 協力型臨床研修病院の開設者は、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログ

ラムを設ける場合には、当該研修プログ、ラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年

度の4月 30日までに、当該研修プログラムに関し、研修プログラム変更・新設届出書

（様式8）を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して厚生労働

大臣に提出しなければならないこと。

(4）現に研修医を受け入れている臨床研修病院は、当該研修医が研修を修了し、又は中断す

るまでの問、当該刷~医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはならない

こと。

(5) (4）にかかわらず、やむを得ない場合にあっては、明彦プログラムの変更を行うことも

認められること。この場合において、臨床研修病院の開設者は、速やかに、（2）から（3）ま

での届出を行わなければならないこと。

10 臨床研lit;病院の行う臨床研修

臨床研修病院は、臨床研修病院の指定申請の際に提出し、又は研修プログラムの変更若し

くは新設の届出を行った研修プログ、ラム以外の研修プログ、ラムに基づいて臨床研修を行って

lまならないこと。

11 研修医の募集の際の朝彦プログラム等の公表

臨床研修病院の管理者は、研修医の募集を行おうとするときは、あらかじめ、研修プログ

ラムとともに、次に掲げる事項を公表しなければならないこと。

(1）研修プログラムの名称及。噺要

(2）研修医の募集定員並びに募集及。濡用の方法

(3）研修の開始時期

(4）研修医の処遇に関する事項

(5）臨床研~＇病院の指定について申請中である場合には、その旨

(6）研修プログラムの変更又は新設の届出を行った場合（当該届出を行おうとしている場合

を含む。）には、その旨

12 臨床研修病院の年次報告

(1）基幹型臨床研~病院の年次報告

ア基幹型臨床開修病院の開設者は、毎年4月 30日までに、当該病院に関する年次報告

書（様式8）を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。また、臨床研修協力施設，

と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施設概況表（様式9）を府寸

すること。

イ 基幹型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する年次報告書及び添付書類と、共同
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して臨床研修を行う協力型臨床研修病院に関する年次報告書とを、一括して当該基幹型

臨床研働丙院の所在地を管轄する地方厚生局健康福制部医事課あてに送付すること。

(2）協力型臨床研修病院の年次報告

協力型臨床研修病院の開設者は、毎年4月 30日までに、当該病院に関する年次報告書

（様式8）を、共同して臨床開l多を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して厚生労働

大臣に提出しなければならないこと。

13 臨床研修病院に対する厚生労働大臣の報告の徴収及。精示

(1）厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認めるときは、臨床研修病院の開

設者又は管理者に対して報告を求めることができること。

(2）厚生労働大臣は、研修プログラム、研修医の募集定員、指導体制、施設、設備、研修医

の畑島その他の臨床研修の実施に関する事項について適当でなし、と認めるときは、臨床研

修病院の開設者又は管理者に対して必要な指示をすることができること。

(3）厚生労働大臣は、臨床研修病院群については、基幹型臨床研修病院の開設者又は管理者

に対し、協力型臨床明彦病院に関する（1）の報告の聴取又は（2）の必要な指示をすることが

できること。

14 臨床研修病院の指定の取消し

厚生労働大臣は、臨床研修病院が次のいずれかに該当するときは、法第16条の2第2項

の規定により臨床研修病院の指定を取り消すことができること。

ア 臨床研修病院の区分ごとに、前述5(1）及び（めのそれぞれの臨床開彦病院の指定の基

準に適合しなくなったとき（5 (1）オの基準にあたっては、 2年以上にわたり基準に適

合しなかったときに限る。）

イ 前述の5(3）イに該当するに至ったとき。

ウ前述の6及び8から 12までに違反したとき。

エその開設者又は管理者が、前述の 13(2）の指示に従わないとき。

オ 2年以上研修医の受入がないとき。

カ 協力型臨床研修病院のみに指定されている病院が臨床明朗丙闘草から外れたとき。

15 臨床研修病院の指定の取消しの申請

(1）基幹型臨床研修病院の指定の取消しの申請

ア 基幹型臨床研修病院の開設者は、臨床研惨病院の指定の取消しを受けようとするとき

は、あらかじめ指定取消申請書（様式10）を厚生労働大臣に提出しなければならないこ

と。

イ 基幹型臨床研1闘丙院の開設者は、当該病院に関する指定取消申請書と、共同して臨床
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研修を行う協力型臨床研修病院に関する指定取消申請書とを、一括して当該基幹型臨床

研修病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福宇品目医事課あてに送付すること。

(2）協力型臨床研修病院の指定の取消しの申請

協力型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとするとき

は、あらかじめ指定取消申請書（様式10）を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病

院の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

(3）厚生労働大臣は、（1）及び（2）の申請があった場合において、当該臨床研修病院の指定を

取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができること。

16 臨床研修の鞘面

(1）砂F修期間中の評価

研修期間中の言附面は、形成的評価により行うことが重要であり、研修医ごとの研修内容

を改善することを主な目的とすること。

研修医及び指導医は、 「臨床研修の目標Jに記載された個々の項目について、研修医が

実際にどの程度履修したか随時記録を行うものであること。

研修の、進捗状況の記録については、研修医手帳を利用するほか、インターネットを用い

た評価システムなどの活用も考えられること。

指導医等は、定期的に、さらに必要に応じて随時研修医ごとに研修の進捗状況を把握・

鮪面し、研修医が修了基準に不足している部分を研修できるよう配慮すると共に、評価緒

果を研修医にも知らせ、研修医及ひ守旨導スタッフ聞で評価を共有し、より効果的な研修へ

とつなげるものであること。

(2）研修期間終了時の評価

研修期間終了時の評価は、総括的音判面により行い、研修医ごとの臨床研修修了の判断を

行うことをその目的とすること。

研修医の研修期間の終了に際し、プログラム責任者は、研修管理委員会に対して研修医

ごとの臨床研修の目標の達成伏況を報告し、その報告に基づき、研修管理委員会は研修の

修了認定の可否についての昔判面を行うこと。

開国は、研修実施期間の評価及び臨床研修の目標の達成度の評価（経験目標等の達成度

の評価及び臨床医としての適性の評価）に分けて行い、両者の基準が満たされた時に修了

と認めるものであること。

なお、最終的な認定に当たっては、相対言判面ではなく、絶対評価を用いるものであるこ

と。

17 臨床研修の中断及び再開

23 



(1）臨床研修の中断

ア基本的な考え方

臨床研修の中断とは、現に臨床研修を受けている研修医について研修プログラムにあ

らかじめ定められた研修期間の途中で臨床研修を長期にわたり休止すること、又は中止

することをいうものであること。

イ 中断の基準

中断には、 「研修医が臨床研修を継続することが困難であると研修管理委員会が評

価、勧告した場合」と「研修医から管理者に申し出た場合」の2とおりがあること。

管理者が臨床研修の中断を認めることができるのは、以下のような正当な理由がある

場合であること。

研修プログラムを提供している管理者及び研修管理委員会には、あらかじめ定められ

た研修期間内に研修医に臨床研修を修了させる責任があり、正当な理由がない場合、例

えば、臨床研修病院の研修医に対する不満又は研修医の臨床研修病院に対する単なる不

満のように、改善の余地がある場合については中断を認めるものではないこと。

(7）研修医が臨床明彦を継続することが困難であると研修管理委員会が評価、勧告した

場合

① 当該臨床研修病院の廃院、指定の取消しその他の理由により、当該臨床研修病院

における研修プログラムの実施が不可能な場合

②研修医が臨床医としての適性を欠き、当該臨床研修病院の指導・教育によって

も、なお改善が不可能な場合

③主政辰、出産、育児、傷病等の理由により臨床研修を長期にわたり休止又は中止す

る場合

④その他正当な理由がある場合

（イ）研修医から管理者に申し出た場合

①妊娠、出産、育児、傷病等の理由により臨床研修を長期にわたり休止又は中止す

る場合

②研究、留学等の多様なキャリア形成のため、臨床研修を長期にわたり休止又は中

止する場合

＠その他正当な理由がある場合

ウ中断の手順

（が研修管理委員会は、研修医が臨床刷修を継続することが困難であると認める場合に

は、当該研修医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修医の評価を行い、管理者
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に対し、当該研修医の臨床研修を中断することを勧告することができること。

（イ）管理者は、（7）の勧告又は研修医の申出を受けて、当該研修医の臨床研修を中断す

ることができること。

（ウ）臨床研修の中断の検討を行う際には、管理者及び研修管理委員会は当該研修医及び

プログラム責任者や他の研修指導関係者と十分話し合い、当該研修医の臨床研修に関

する正確な情報を十分に把握するものであること。また、臨床研修を再開する場所

（同ーの病院で研修を再開予定か、病院を変更して研修を再開予定れ）についても

併せて検討すること。なお、必要に応じて、それらの経緯や状況等の記録を残してお

くこと。

中断という判断に至る場合には、当該研修医が納得する判断となるよう努めなけれ

ばならないこと占また、必要に応じて事前に管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に

相談すること。

エ中断した場合

管理者は、研修医の臨床研修を中断した場合には、当該研修医の求めに応じて、速や

かに、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載した臨床刷！中

断証（様式11）を交付しなければならないこと。このとき、管理者は、研修医の求めに

応じて、臨床研修の再開のための支援を行うことを含め、適切な進路指導を行わなけれ

ばならないこと。さらに、管理者は、速やかに、臨床研修中断報告書（様式12）及び当

該中断証の写しを管轄する地方厚生局健康福宇崎日医事課あてに送付すること。

(7）氏名、医籍の主主録番号及び生年月日

（イ）中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称

（ウ）臨床研修を行った臨床研修病院（臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行った場

合にあっては、臨床開彦病院及び臨床研修協力施設）の名称

（エ）臨床研修を開始し、及び中断した年月日

（オ）臨床研修を中断した理由

（カ）臨床研修を中断した時までの臨床研修の内容及明肝修医の評価

(2）臨床研修の再開

臨床研修を中断した者は、自己の希望する臨床研修病院に、臨床研修中断証を添えて、

臨床研修の再開を申し込むことができること。この場合において、臨床研修中断証の提出

を受けた臨床研修病院が臨床研修を行うときは、当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨

床研修を行わなければならないこと。

なお、当該管理者は、研修再開の日から起算して1月以内に、臨床研修の修了基準を満
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たすための履修計画表（様式13）を、管轄する地方厚生局健康福宇品目医事課あてに送付す

ること。

18 臨床研修の修了

(1）臨床研修の修了基準

ア研修実施期間の音利回

管理者は、研修医が研修期間の間に、以下に定める休止期間の上限を減じた日数以上

の研修を実施しなければ修了と認めてはならないこと。

(7）休止の理由

研修休止の理由として認めるものは、傷病、妊娠、出産、育児その他正当な理由

（研修プログラムで定められた年次休暇を含む）であること。

（イ）必要履修期間等についての基準

研修期間を通じた休止期間の上限は 90日（研修磯関（施設）において定める休日

は含めない。）とすること。

各研修分野に求められている必要履修期間を満たしていない場合は、休日・夜間の

当直又は選択科目の期間の利用等により、あらかじめ定められた研修期間内に各研修

分野の必要履修期間を満たすよう努めなければならないこと。

（り）休止期間の上限を超える場合の取扱い

研修期間終才時に当該研修医の研修休止期間が 90日を超える場合には、未修了と

するものであること。この場合、原則として引き続き間ーの研修プログラムで研修を

行い、 90日を超えた日数分以上の日数の研修を行うこと。

また、必修科目で必要履修期間を満たしていない場合や選択必修科目のうち2つ以

上の診療科を研修していない場合であっても未修了として取扱い、原則として引き続

き同ーの研修プログラムで当該研修医の研修を行い、不足する期間以上の期間の研修

や必要な診療科における研修を行うこと。

（エ）プログラム責任者の役割

プログラム責任者は、研修休止の理由の正当性を判定し、履修期間の把握を行わな

ければならないこと。研修医が修了基準を満たさなくなる恐れがある場合には、事前

に研修管理委員会に報告・相談するなどして対策を講じ、当該研修医があらかじめ定

められた明彦期間内に研修を修了できるように努めなければならないこと。

イ 臨床研修の目標（臨床医としての適性を除く。）の達成度の評価

管理者は、研修医があらかじめ定められた研修期間を通じ、各目標について達成した

か否かの評価を行い、少なくともすべての必修項目について目標を達成しなければ、修
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了と認めてはならないこど。

個々の目標については、研修医が医療の安全を確保し、かつ、患者に不安を与えずに

行うことができる場合に当該項目を達成したと考えるものであること。

ワ 臨床医としての適性の評価

管理者は、研修医が以下に定める各項目に該当する場合は修了と認めてはならないこ

と。

臨床医としての適性の評価は非常に困難であり、十分真重に検討を行う必要があるこ

と。なお、原則として、当該研修医が最初に臨床研修を行った臨床研修病院において

は、その程度が著Lい場合を除き臨床医としての適性の判断を行うべきではなく、少な

くとも複数の臨床研修病院における臨床研修を経た後に評価を行うことが望ましいこ

と。

(7)安心、安全な医療の提供ができない場合

医療安全の確保が危ぶまれ、又は患者との意思疎通に欠け不安感を与える場合等に

は、まず、指導医が中心となって、当該研修医が患者に被害を及ぼさないよう十分注

意しながら、指導・教育するものであること。十分な指導にもかかわらず、改善がみ

られず、息者に被害を及ぼす恐れがある場合には、未修了や中断の判断もやむを得な

し、こと。

一般常識を逸脱する、就業規則を遵守できない、チ｝ム医療を乱す等の問題に関し

ては、まず当該臨床研修病院において、十分指導・教育を行うこと。原則として、あ

らかじめ定められた研修期聞を通じて指導・教育し、それでもなお医療の適切な遂行

ーに支障を来す場合には、来修了や中断の判断もやむを得ないこと。

また、重大な傷病によって適切な診療行為が行えず医療安全の確保が危ぶまれ、又

は患者に不安感を与える等の場合にも、未修了や中断の判断もやむを得ないこと。な

お、傷病又はそれに起因する障害等により当該臨床研修病院では研修不可能である

が、それを補完・支援する環境が整っている他の臨床研修病院では研修可能な場合に

は、管理者は、当該研修医が中断をして病院を移ることを可能とすること。

（イ）法令・規則が遵守できない者

医道審議会の処分対象となる者の場合には、法第7条の2第1項の規定に基づく再

教育研修を行うことになること。再教育にも関わらず改善せず、患者に被害を及ぼす

恐れがある場合には、未修了、中断の判断もやむを得ないものとすること。

(2）臨床研修の修了認定

ア研修管理委員会は、研修医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修医の
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開国を行い、管理者に対し、当該研修医の評価を報告しなければならないこと。この場

合において、研修管理委員会は、臨床刷~中断証を提出し臨床研修を再開した研修医に

ついては、当該臨床研修中断証に記載された当該研修医の開面を考慮するものとするこ

と。

イ 管理者は、アの評価に基づき、研修医が臨床研修を修了したと認めるときは、速やか

に、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修修了

証（様式14）を交付しなければならないこと。

(7）氏名、医籍の登録番号及び生年月日

（イ）修了した臨床研修に係る明多フ。ログラムの名称

。）臨床研修を開始し、及び修了Lた年月日

（吟臨床開l多を行った臨床研惨病院（臨床研修協力施設と共同して臨床研彦を行った場

合にあっては、臨床研修病院及び臨床研修協力施設）の名称

，ウ 管理者は、イに基づく臨床研修修了誕の交付後1月以内に、臨床研4断彦了証を交付し

た研修医の氏名及。注年月日を記載した臨床研倒彦了者一覧表（様式15）を管轄する地

方厚生局健康福抱同日医事課に提出すること。

また、修了した研修医に医籍への登録の申請を行うよう励行すること。

(3）臨床研修の来修了

ア基本的な考え方

臨床研修の未修了とは、研修医の研修期間の終了に際する評価において、研修医が臨

床研修の修了基準を満たしていなし噂の理由により、管理者が当該研修医の臨床研彦を

修了したと認めないことをいうものであり、原則として、引き続き同一の研修プログラ

ムで研修を行うことを前提としたものであること。

来修了の検討を行う際には、管理者及び研修管理委員会は当該研修医及び研修指導関

係者と十分話し合い、当該研修医の研修に関する正確な情報を十分に把握するものであ

ること。

これらを通じて、最終的に未修了という判断に至る場合であっても、当該研修医が納

得するよう努めなければならないこと。なお、このような場合においては、経緯や状況

等の記録を残しておく必要があること。また、必要に応じて事前に管轄する地方厚生局

健康福祉部医事課に相談をすること。

イ未修了の手順

管理者は、（2）アの評価に基づき、研修医が臨床研修を修了していないと認めるとき

は、速やかに、当該明修医に対して、理由を付して、その旨を文書（様式16）で通知し
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なければならないこと。

ウ未修了とした場合

当該研修医は原則として引き続き同ーの研修プログラムで研修を継続することとなる

が、その場合には、研修プログラムの定員を超えてしまう事もあり得ることから、指導

医1人当たりの研修医数や研修医1人当たりの症例数等について、研修プログラムに支

障を来さないよう、十分に配慮しなければならないこと。

なお、未修了とした場合には、管理者は、研修を継続させる前に、当該研修医が臨床

研修の修了基準を満たすための履修計画表様式17）を管轄する地方厚生局健康福宇品目

医事課あてに送付すること。

19 臨床研修病院の記録の保存

(1）管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修医に関する次り事項を記載し、当該研修

医が臨床研修を修了し、又は中断した日から5年間保存しなければ、ならないこと。

ア氏名、医籍の登録番号及び生年月日

イ 修了し、又は中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称

ワ 臨床研修を開始し、及び修了し、又は中断した年月日

エ 臨床研修を行った臨床研惨病院（臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合

にあっては、臨床研修病院及ひ尋臨床研修協力施設）の名称

オ修了し、又は中断した臨床研修の内容及び明彦医の言明面

カ 臨床研修を中断した場合にあっては、臨床研修を中断した理由

(2) (1）に定める保存は、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって

は認識することができない方法をいう。）による記録に係る記録媒体により行うことがで

きること。

20 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例

大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、基幹型臨床研惨病院又は協力型臨床研修

病院の指定を受けようとする者に対する前述の5(1）又は（2）の臨床研修病院の指定の基準の

適用については、当該大学病院を基幹型臨床研修病院又は協力型臨床研修病院の指定を受け

ようとする者とみなすこと。

21 国の開設する臨床研修病院の特例

国の開設する臨床研修病院の特例については、臨床研修省令の定めによること。

22 地域における明彦医の募集定員の調整

地域における臨床研修病院群の形成を促進し、地域医療を安定的に確保するため、都道府

県は、管轄する地域における各病院の研修医の募集定員について、各病院の研修医の受入実
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績、地域の実情等を勘案して、以下の方法により必要な調整を行うことができること。

(1）都由明調整枠

全国の研修希望者の推計値に（3）アに定める募集定員倍率を乗じた数値に、（3）イに定め

る数値を加えた数値と、前述5(1）ス（かに定める各都道府県の基礎数を全て合計した数値

との差を、都道府県ごとの研修医の直近の受入実績値の割合で按分した数値を「都道府県

調整枠」とすること。

(2）都道府県の募集定員の上限

当該都町守県の募集定員の基礎数に、都画守県調整枠を加えた数値を、 「当該都道府県

の募楽定員の上限」とすること。

(3）募集定員倍率等

ア 「募楽定員倍率」については、平成 28年度研修の 1.18 から平成 32 年度研1~の 1. 1 

まで徐々に減ずることを基本とするが、毎年の研修医の募集と採用の状況等を適切に勘

案したうえで決定するものであること。

なお、前述5(1）ス（オ）に定めるE、F、G及びHの合計（地理的条件等の加算）並び

に都湖守県調整枠については、募集定員倍率を徐々に 1.1とするなかで、両者の関係を

踏まえつつ決定していくものであること。

イ 都道府県調整枠を算出するために（1）で加える数値は、研修医の募集を行う年度の前

年度の研修における、各都道府県の募集定員の上限と当該都翻守県内の全ての病院の募

集定員との差を、全国で合計した数値とすること。

(4）各都道府県による調整枠の配分

各都道府県は、前述5の（1）ス（7）又は（イ）により算出された各病院の研修医の募集定員

について管轄する地方厚生局から情報提供を受けたうえで、当該募集定員に加え、都道府

県調整枠を各病院に配分することができること。

また、都翻守県調整枠を配分しても、当該者随府県内の各病院の募集定員の合計が都道

府県の募集定員の上限に達していない場合は、当該上限を超えない範囲内で、募集定員を

各病院に配分することができること。

(5）小児科・産科研修プログラム分の配分

各都道府県は、前述5の(1）ア（カ）により小児科・産科研修フ。ログラムを設けた病院に対

し、当該研修プログラムの募集定員分として、都道府県調整枠から4を配分すること。

(6）情報提供された各病院の募集定員の調整

各都道府県は、前述5の（1）ス（7）又は（イ）により算出され、情報提供された各病院の研

修医の募集定員について、その募集定員の合計を超えない範囲内で、必要な調整を行うこ
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とができること。

調整を行う場合には、募集定員の調整を受ける臨床研修病院及び大学病院の同意が得ら

れていること。

(7）都道府県が基礎数の配分を希望する場合の取扱い

都道府県が希望する場合には、前述5の（1）スfl)又は（イ）により各病院の研修医の募集

定員を算出する方法によらず、当該都道府県が、基礎数を各病院に配分する方法を選択す

ることができる。

この方法を選択する場合には、以下の点に留意すること。

ア 基礎数の配分を決めるに当たっては、後述の 24に定める地域協議会等、臨床研修に

関して関係者が協議する場において意見を聴くこと。

イ 基礎数の配分を決めるに当たっては、病院が行っている医師派遣等の実績を勘案し、

地域医療が安定的に確保されるよう配慮すること。

ワ次の手続きを行うこと。

(7）都道府県は、管轄する地方厚生局に対し、研修医の募集を行う年度の別途定める期

日までに当該方法を選択する旨を申請すること。

（イ）地方厚生局が、（7）の申請内容を確認すること。

（ウ）都道府県は、各病院に対し、前述5の（1）ス（7）又は（イ）により各病院の研修医の募

集定員を算出する方法によらず、当該都湖守県が募集定員を配分する旨を通知するこ

と。

(8）地方厚生局への報告

各都道府県は、前述（4）から（7）までの方法により募集定員の調整を行った場合は、管轄

する地方厚生局が定める期日までに、その調躍の結果を当該地方厚生局に提出すること。

(9）都制守県が募集定員の調墜を行わない場合、各病院の研修医の募集定員は前述5の（1)

ス（ア）又は（イ）の数値を超えないものとすること。

23 都道府県が事務の経由を希望する場合の取扱い

都制守県が、出或における各病院の研惨状況を把握し、都道府県調整枠を適切に配長でき

るようにするため、都道府県が希望する場合には、次の（1）に定める書類を都道府県経由で

厚生労働大臣に提出する方法を選択することができること。

(1）都道府県を経由することができる事務手続の書類は以下のものに限られること。

ア 臨床研修病院の指定の申請

イ 臨床研修病院の変更の届出

ウ研修プログラムの変更又は新設の届出
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エ臨床研修病院の年次報告

オ臨床研修病院の指定の取消しの申請

(2）都道府県が事務の経由を希望する場合には、次の手続を行うこと。

ア都道府県は、毎年4月 30日までに、管轄する地方厚生局に対し、都剖守県を経由す

ることとする事務手続の種類及び事務手続ごとの病院から都道府県への提出期限を申請

すること。

イ 地方厚生局が、アの申請内容を確認、すること。

ウ都道府県は、各病院に対し、都道府県を経由することとする事務手続の種類及び事務

手続ごとの都湖守県への提出期限を通知すること。

エ都道府県は、申請した各事務手続について、各病院から提出された書類に形式的な不

備がないかを確認し、各事務手続について本通知に定める期限までに、当該書類を地方

厚生局に提出すること。

24 臨床研修に関する地域協議会

(1）地域における研修医の確保、臨床研修の質の向上を図るため、都湖視に、臨床明彦に

関して関係者が協議する場（以下「地域協議会」という。）を設けることが望ましいこ

と。

(2）地域協議会は、都道府県による設置のほか、臨床研｛~）病院、大学病院、特定非営利活動

法人（NPO）等による設置が考えられること。

(3）地域協議会は、臨床開彦病院、大学病院、医療関係団体、行政担当者等から構成され、

以下の項目について協議、検討することが考えられること。

ア地域における臨床研修の質の向上に関すること。

イ 地域における研修医の確保に関すること。

ワ 地域における研修医の募集定員の調整に関すること。

エ地域における指導医の確保、養成に関すること。

オ主ω或における臨床研修病院群の形成に関すること。

25 研修医の給与について

研修医に決まって支払われる手当（時間外手当、当直手当等を除く。）が、一定額を超え

る場合は、その額に応じ、病院に対して交付する臨床研修費等補助金を一定程度減額するこ

と。詳細は、臨床研修費等補助金交付要綱において別に定めること。

26 施行期日等

(1）臨床研修省令は、公布の日から施行すること。

(2）臨床明彦省令は、改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に改正法第4条の
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規定による改正前の法第 16条の2第1項の規定による指定を受けている病院が、改正法

附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施

行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものに対

して臨床研修を行う場合には、適用されないこと。すなわち、次に掲げる臨床研修を行う

場合には、臨床研修省令は適用されないこと。

ア 平成16年4月1目前に開始される臨床研修

イ 平成 16年4月1日以後に開始される臨床研修であって、同日前に法第 16条の2第1

項の指定を受けている病院が、同日前に医師免許を受けている者及び同日前に医師免許

の申請を行った者で、あって同日以後に医師免許を受けたものに対して行うもの

(3) (2）ア及びイの臨床研修を行う場合における臨床研修病院の指定の申請手続、指定の基

準等については、 「臨床研修を行う病院の指定に係る申請手続について」 （平成6年7月

15日付け健政発第 551号）及び「臨床研惨病院の指定基準等について」 （平成5年3月

25日付け健政発第197号）によるものであること。

(4）平成 16年4月1日以後に開始される臨床開彦であって、（2）イ以外のものを行う場合に

は、臨床研修省令が適用されること。この場合においては、臨床研修病院の指定を受けよ

うとする病院の開設者は、臨床研修省令の規定に従い、臨床研修病院の指定の申請を行わ

なければならず、また、同日前に法第 16条の2第1項の指定を受けている病院について

も、臨床研修省令の規定に従い、臨床研修を行わなければならないものであること。

(5）平成 16年4月1目前に法第 16条の2第1項の規定による指定を受けている病院につい

ては、改正法附則第9条（指定病院に係る経過措置）の規定により、改正法による改正後

の法第 16条の2第 1項の規定による指定を受けている病院とみなされるものであるこ

と。具体的には、同日前に、主病院の指定を受けている病院については臨床研修省令に基

づく基幹型臨床研修病院と、従病院の指定を受けている病院については臨床研修省令に基

づく協力型臨床開多病院とみなされるものであること。また、医師法第 16条の2第1項

に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令（平成21年4月 28日公布厚生

労働省令第 105号）の施行前に単独型又は管理型臨床研彦病院として指定を受けている病

院については、臨床研修省令に基づく基幹型臨床研修病院とみなされるものであること。

第3 当面の取扱い

1 趣旨

医師臨床研修制度の実施に伴い、医療機関において医師の確保が図難となる可能性など、

地域医療に与える影響を懸念する指摘があることから、当分の聞は臨床研修病院の指定基準

について以下の取扱いとするものであること。
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2 基幹型臨床研修病院の指定の基準について

(1)医師法第 16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正す石省令（平

成 21年4月28日公布厚生労働省令第 105号）附員ljの規定により、基幹型臨床研修病院

とみなされた単独型臨床朋彦病院又は管理型臨床研修病院が、平成 24年4月1日以降、

前述第2の5(1）オの基幹型臨床研修病院の指定基準を満たさない場合にあっては、個別

の訪問調査等により、適切な指導体制が確保され、かっ、研修医が基本的な診療能力を修

得することができると認められる場合に限り、基幹型臨床開l多病院として指定制撤する

ものであること。

(2）新たに基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院が、前述第2の5(1）オの基幹

型臨床開~：病院の指定基準を満たさない場合でも、入院患者の数が年間 2, 700人以上であ

る場合には、個別の訪問調査等を行い、適切な指導体制が確保され、かつ、研修医が基本

的な診療能力を樹尋することができることなど、良質な明言Eについての評価を含め、指定

の可否を判断するものであること。このため、これに該当する病院は、前述第2の4(1) 

アに定める期日の 10ヶ月以上前に別に定める訪問調査の申込書を管轄する地方厚生局健

康福祉部医事課に提出すること。

3 都道府県の募集定員の上限について

前述第2の 22(2）に基づ、、て算出した都道府県の募集定員の上限の値が研修医の募集を行

う年度の前年度の当該都道府県内の研修医の受入実績よりも少ない場合には、前述第2の

22(2）にかかわらず、当該受入実績に5を加えた数値を当該都道府県の募集定員の上限の値

とし、そのうち5は医師不足地域の病院における募集定員の増員分に限定して配分する都道

府県調整枠とすること。

ニの場合、この方法により算出した都道府県の募集定員の上限の値色、前述第2の 22(2)

に基づいて算出した値との差は、前述第2の 22(3）イで定める数値から充てることとし、募

集定員倍率は変えないこととする。

第4 留意事項

今後、地域医療への貢献等を目的とした医学部入学定員増等により、いわゆる地域枠の学生

等が増加してくるため、基幹型臨床研惨病院は、研修医の募集及び犠用にあたっては、その地

域医療への従事要件等に十分画晴するよう努めること。

第5 検討規定

平成 26年3月 31日付けの本通知の改正後5年以内に、医師法第 16条の2第 1項に規定す

る臨床研修に関して所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。、

第6 改正履歴
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1.制定

平成15年6月12日付け医政発第0612004号

2.改正

平成17年 2月 8日

平成17年 10月21日

平成18年 3月22日

平成19年 3月30日

平成20年 3月26日

平成21年 5月11日

平成22年 4月14日

平成23年 3月24日

平成24年 3月29日

平成26年 3月31日

平成27年 3月31日

平成28年 3月30日
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臨床研修病院指定申請書

厚生労働大臣殿

病院名

開設者

犠式1

平成年 月 日

oP 

医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令（平成14年厚生労働省令第15 8号）第4条又は第5条に基づき、別添

のとおり臨床研修病院の指定について申請いたします。



臨床研修病院指定申請書－ 1

重墜盤重量呈」 臨床研修積院の名称

1 .基幹型臨床研修病院 2.協力型臨床研修病院伸締を行う臨床研修病院の型の番号にOをつけて〈ださい．｝

臨床研修病院申蹄書一1ーから－ 5ーまで及び別総1については、臨床研修プログラム検策サイトの薗箇を印刷したもの［不足する項目は適宜加筆すること｝等必要な項目がわか

るものを代沖？りに添付していただいても構いません．

〈ださL、．

作成責任者の氏名及び連絡先

記入目，西暦

臨床研修病院群の名称 ！名称
(ill幹型・櫨カ型記入） ； 

院に臨床研修病院群番号を有している i
脇康研修病院鮮については番号も犯入i番号
して＜t三さい． ; 

年 月日

病院施設番号

（基勝型・協力型混入｝

既に番号を取得している臨床研修病院については

病院施践番号を記入して〈ださい．

並行しで他の臨床研修病院枇多加して指定の申 jロ並行防備中

簡を行っている場合にI弘右口欄をチェックして i 臨床研修病院群名

(ill，字型・悩カ裂記入〉

Jljh'ナ i役職

氏名（姓） ！（名） （内線
本剛腕書の問合せに対して回答できる作成責佳者につ

（直通電話（

e叩 a(I : 
' 1いて胞入して〈ださい．

（磁調降竃憾のメールアドレスば不可とします．｝

1 .病院の名称

｛基併霊・協＂型犯 λ｝

フリrナ

2.病院の所在地及び二次医療閣の｜干 [JLJ L旧口口口
名称

(ill併盟国筒カ裂毘入｝

都・道・府・県）

電話：（ ） FAX:( ) 

二次医療圏

の名称

3. 病院の開設者の氏名（法人の名 l .＇. ~P.:.!..... 
称）

(ill，字型・協＂誕舵入｝

口門
］口出U

 
U
 

一T主の人法所住
地

の

在

者

所
設

の

刈

淵

棚

捌

動

串

岨

荷
主
制
g

ee州
一
こ
鉾

－

鑑

4

（
 

都・道，府・県）

電話：（ ） FAX:( ) 

5.病院の管理者の氏名

(;Ill!型協力型犯入）

フ＇Jh't_
姓 i名

日研修管理委員会の構成員の氏名｜本 別紙1に記入

等 l研修管理委員会のすへての構成員噛カ型臨床研修病院及び瞳床研修箇カ緯岨＝所属する者を含む．｝について偲入して〈ださい．

｛誼鯵型犯入〉

7.病院群の構成等

(lS幹単位入｝

＊ 別表に記入

病院群を柵成するすべての撞床研修病院．大学病院及び臨床研修協力総伎の名称．新規指定の有無．病漉携の栴成の変更等について記入して〈

7三さい．

8.病院のホームページアドレス

（麓鉾鑓田悩カ型犯入｝ http:// 



盛堕盤重量呈」

9. 医師（研修医を含む。）の員数

｛革緯型也カ型位入｝

臨尿研修痘院指定申請書ー 2一
臨床研修痛院の名称

※ 

常勤・ 名、非常勤（常勤換算） 名

計（常勤換算） 名、医療法による医師の標準員数 名

＊ 研修医の氏名等について様式3に記入
標iまつ診擁科（番号にOをつけてください。）1 0. 診療科名

〈義勝裂・協力型毘λ｝

当隊病院の医g民法上の得1まう....科について践当する番号すべ

てにOをつけ、肱当する繍暢科がない場合Iま『99.その他j舗に

毘入すること．

1.内科 2.呼吸器内科 3循環器内科 4.消化器内科 5.気管食道向科 6神

経向科 7心療向科 8.性感染症内科 9.外科 10.呼吸器外科 11.心臓血管

外科 12.消化器外科 13.小児外科 14.気曹童道外科 15.虹門外科 16.整形

外科 17.脳神経外科 18.形成外科 19.美容外科 20.精神科 21. 7レルギ

ー科 22. IJウマチ科 23.小児科 24.皮膚科 目泌原器科 26.産婦人科

27.産科 28.婦人科 29.眼科 30.耳鼻咽喉科 31.リハピリテーシヨン科

32.放射線科 33.病理診断科 目臨床検査科 35.救急科 目9. その他（次に記~J.. し

て〈ださL'o)_ 
90i ...一一ーーー一一一一一箱 ー・ .. , liil2一一一一一.....一一一一科守一一一一

“一－－~ . --
903 科： ii04 科

1 1 救急医療i救急病院認定の告示 ｜ ｜告示年月日西暦 年 月 目、告示番号・第 号

の提供の実績「臨調王命古i'i¥it＇↑一一一↑...., ...桶挽ー闘機面白玄海三二茨救告訴張関＇＇＂ 3＇.五説言語ー匡自主張画 一
(l!Iキ裂・筒お型記入｝ ~ -J. .l 

i救急専用診療［処置ヨ童の有無1 I 1 有 ( ) m2 0. 無

！救怠医療の実績 ｜ ｜前年度の件数・一一一一一一件（うち診療時間外。一一一一一一件）

: I I 1日平均件数一一一一一一J牛（ラち診療時間外一一一一一一一件）

！ ｜ ｜救急車取担件量・一一一一一一件（うち診療時間外：一一一一一一一件）
i診療時間外の勤務体制｜ ｜医師： 名、看護師及び准看護師ー 名

j指導を行ラ者の氏名等｜ ｜＊ 別紙4に記入

：語急医療を提供してc-;-T T丙私一系＇（ i 有 O無） 外科系 C-:i.岩瓦張） 小児科 ii .有口 無）

iる診療科 ｜ ｜その他（

1 2.医療法上の許可病床数（歯科の病床｜ I 1.一般．一一一一床、 2精神・一一一一床、 3.感染症：一一一一床

数を除〈。）｛制型蜘醜刈 I 14.結核一一一一床、 5療養一一一一床

1 3. 診療科ごとの入院患者・外来患者・｜ ｜＊ 別紙2に記入

研修医の数（韓併製協カ誕記入｝

1 4.病床の種別ごとの平均在院日数叫数

第二位四信玄入〉〈議終草協力混血入｝

1一般 ー目、 2.精神， 目、 3感染症 日

4 結核．一一一ー一目、 E療養・一一~一日
1 5.前年度の分娩件数 正常分娩件数： 件、異常分娩件数： 件

害諜詰：鵬回数 ｜ 前年度実績： 目、今年度見込 回 ※申請病院の主催により
検討会（ CPi指導を行う病理医の民者等｜ ｜＊別紙4に記入 開催した回数を記載

C）の実施状 t" -- - 1・ -'t 
．制検数 ｜ ｜前年度実績： 件、寺年度見込 件

ぷ型協カ型毘λ｝；部部桧を行ヨ場所 ｜－ ！－当語雇泰語関函剖検室；J一：一
I I i o.無 （ ）大学、（ ）病院
｜ ｜ i’署香選択した繍合には制倹を実催している大掌叉tま泊院壱但入して〈炉さい．

1 7. 研修医の！研修医の宿舎 I I 1 有（単身用 戸、世帯用 戸）

ための宿舎及 l I Io.無（住宅手当 円）
び研修医室のi . I ｜有を選択した鳩合には！＇~＂・世帯聞に分けて宿舎の戸数を但入して〈ださ川

' 一一－－－ __ J. －－一一一.I. ！里志里担k在型書！こ！L生活手当.~~唖費！？！＞.＇，τ.SJ主主~~＇－告書担当~呈車引里目、噴舎l': ＇~！点匹入.~.主主去三主，，，一一
有無 i研修医室 r T 1 有（． 室） o: 無

(l!ll霊 i島カ型記入｝ : I ｜有事演視しが場合には研修医室の室鍍を記入して〈戸きい．

1 8. 図書、雑（哩豊里竺堅さ 一一一＿.. L .. _J _ s ________ ..... ! ... ~ .2 _ 

誌、イン世ーし医竺堕書竺一一 j_ ---.l.甲骨周雪：一一ー一一一一.ifli:..層別．図．雪ー一一一一一任ー
ネット等が利！医学雑誌数 ｜ ｜圏内雑誌： 種類、国外雑誌． 種類
用できる環境j図書室の利用可能時間｜ ｜ ～ M時間表記

及び医学教育了文面手二五’λ二天等ーぷ·r一一↑恥：cii＇；－~；吾面云長与iζ主ス二支.，，...ー有一石一語i；一ー語面扇るよテーシヲ＇i'i＇.＇すー志長）；一一

用機材の整備！利用環境 ｜ ｜その他（

状況山 i I r:!'.i扇可ー語扇面．（ー一日ーー 二日一：一一γ2X扇面表面 守

(l!幹裂・協 。 - ~ .. ( 
i医学教育用機材の整備｜ ｜医学教育用シミユレ一世ー i1 有 0.無）、

i状況 I lその他（



臨床研修病院指定申請書－ 3一
病院脆設番号・ 0 臨床到塵病院の名称

1 9. 病歴管理体制 病歴管理の責任者の氏 フリカ．ナ

｛基幹型ー協力型包入｝ 名及び役職 氏名（姓） I ＜名）

役職

診療に関する諸記録の 1 .中央管理

管理方法 2. 各科管理

その他（具体的に

診療録の保存期間 ）年間保存

診療録の保存方法 1 文書

.2. 電子媒体

その他（具体的に

2 0. 医棟安全管理体制 安全管理者の配置状況 1 有（ 名） D 無

＂＂終盤・也力型記入｝ 有を選択した場合には‘安全管理者の人散を記入して〈ださい．

安全管理部門の設置状 職員専任（ ）名、兼任（ ）名

；兄 主な活動内容例｝『院肉において発生した医師眠は発生する危険があった医療酬につ吋の

情報の収集」「医療事故の防止のための研修及び教育』椿

患者からの相談に適切 患者相談窓口の責任者の氏名等

に応じる体制の確保状 フIJ力．ナ

況 氏名（姓） ｜（名）

役職

対応時間（ ～ ) 24時間表記

患者相談窓口に係る規約の有無 1 .有 。無

医療に係る安全管理の 1 有 O 無

ための指針の整備状況 指針の主な内容

医療に係る安全管理委 年（ ）回

員会の開催状況 活動の主な内容：

医療に係る安全管理の 年（ ）固

ための職員研修の実施 研修の主な内容

状i見

医療機関内における事故報告 医癒機関内における事故報告等の整備 1.有 O 無

等町医療に係る安全の確保を その他の改善のための方策の主な内容

目的とした改善のための方揖

2 1 研修記録の保存 保存期間 ）年間保存

t革幹型記入］ 保存方法 1.文書 2. 電子媒体

その他（具体的に

2 2. 受入可能定員 許可病床数（歯科の病床 許可病床数（ ）床÷10 = ( ）名

〈基鉾型簡カ箆飽入〉 数を除く。）から算出

患者数から算出 年間入院患者数（ ）人÷1o a・= < ）名

2 3.精神保健福祉士、作業療法士その他診療要員の配 1.精神保健福祉士 名（常勤： 名、非常勤 名）

置状況 2作業療法士 名（常勤： 名、 jド常勤． 名）

Cil!;ltlll協力型犯入｝ 3.臨床心理技術者・ 名〔常勤ー 名、非常勤 名）
精神科の研修を行う臨床研俸病院については配入して〈ださい， 9その他の精神科技術職員・

名（常勤 名、非常勤 名）

2 4.協力型臨床研修病院としての研修実績 ＊別紙5に記入

＇＂＂幹型記入｝



臨床研修病院指定申請書－ 4一
＊ここからは研修プログラムごとに記入してください。

病院施設番号： 臨床研修積院の名称

2 5.研修プログラムの名称及び概要

Ci!51字型・協力醤毘入〉

プログラム番号は‘既にプログラム番号を取得されている場合に毘λして〈ださい．

2 6. プログラム責任者の氏名等（副プログラム責任者

が配置されている場合には、その氏名等）

（基併型民入｝

本プログラム責任者の履歴を様式2に記入

＊副プログラム責任者が毘置されている場合にあっ

ては、副プログラム責任者の履歴を様式2に記入

2 7.臨床研修指導医（指導医）等の氏名等
（袋併霊記入｝

すべての臨成研修指揮医者彰（協力型臨床研修病院に所属する庖床研修指樽医及び趨

床研修也カ飽置に所属する瞳床研修の指揮駆を行う者を含む．｝について氏名寄与を記入

して〈ださい．

2 8. 研修開始時期

(i!I;俳型記入）

※ 

研修プログラムの名称

プログラム番号：

概要 ＊ 別紙3に記入嘩併型肥川

（作成年月日。西暦 年 月 日）

（プログラム責任者）

7リfナ

氏名（姓） l i名）

所属 役職

（副プログラム責任者）

1 有（名） 0.無

＊ 別紙4に記入

西暦 年月日

2 9. 研修医の処遇

（基終盤・協力型館入〉

i処遇の適用 I I 1 基幹型臨床研修病院と同ーの処遇とする。
！（畠併型臨床研修病院は 2にOを1 I 1を選択した治会には以下の研修医の処遇の明白については、犯入不要です．
つけて‘以下の各項目について毘入 l I 

¥ k主主t!;!;;>,_)_＿＿＿一一－ーしよ主一読貯型空白？？空塑主！＿＿る一。
i常勤・非常勤の別 L J 2 ・常勤 ~： 非常勤
i研修手当 ｜ ｜一年次の支給額［税込み｝ ｜ニ年次の支給額（税込み｝

｜ ｜基本手当／月（ 円） l基本手当／月（ 円）

I ｜賞与／年（ 円） ｜賞与／年（ 円）

｜ l時間外手当 ;-有 o: 無
｜ ｜休日手当 : 1 有 0.無

i勤務時間 一↑－－-r基本的な勤務時間（ ． ～ : i' ・24時面長記
｜ ｜休憩時間（
｜ ｜時間外勤務の有無 :; 有口無

i休眠 ｜ ｜有給休暇（ 1年次 回、 2年次 回）
｜ ｜夏季休暇（ 1 .脊口無）

I 1年末年始（ 1 .有 0. 無）

｜ ｜その他休暇（具体的に
l当直 ｜ ｜回数（約 回／月）
！研修医の宿舎（再掲）｜ I 1 .有（単身用 戸、世帯用 戸）

I Io.無（住宅手当。 円）
I l有を選択した場合にIホ単身周世帯用に分けて宿舎の戸数を偲入して〈ださい．

｜ ｜無を選択した場合に！氏住宅手当の金績を記入して〈ださい．住宅手当の支給が無い渇合は‘ ro，と肥

I i入してくださいg

！研修医室（再掲） r ・11 有（ 室） o: 無
I l有を選択した場合にl氏研修医室の室教を偲入して〈ださい．

1社会保険・労働保険 ｜ ｜公的医療保険（

｜ ｜公的年金保険（
｜ ｜労働者災害補償保険法の適用，－；－.有 o-: 無）、

｜ ｜国家’地方公務員災害補償法の適用 L~ 有 CJ: 無）
｜ ｜雇用保険（ 1 有 o＿無）



痘匿盤監査呈i

2 9. 研修医の処遇（続き）

臨床研修病院指定申請書－ 5一
臨床研修病院の名称・

i健康管理 ｜ ｜健康診断（年 目）

! I. lその他（具体的に：
；ー医師蕗面責任保険の長｜’ T病偏において加入＇（；－： ずる ii.しない）

；い ｜ ｜個人加入~! 強制 （）＿：任意）
！外部の研修活動 ｜ ｜学会、研究会等への参加： 1 .可 0-. 否
i I ｜学会、研究会等への参加費用支給の有無 i 有 0-. 無

1年次， 名、 2年次． 名3 0. 研修医の募集定員

【:IS，字型〉

3 1研修医の募集及び採用の i研修プログラムに闘す

方法 i る問い合わせ先

＇＂特製舵入｝

7リfナ
氏名（姓） ；（名）

所属 役職

電話 <.) - :.;;i::<_) 

主監斗」

[_, __ ・-- _J__ ____ J弘法草叫
i資料請求先 ｜ ｜住所

i I ｜干口口口一口口口口

担当部門

？姐

電話．（ ） 

盟七並並＃.＿
i募集方法 r -1 , .公募
' I I 2. その他（具体的に：
j応募必要書類 r r1 履歴書、 2.卒業（見込み）証明書、 3成績証明書、

！（複数選択可） L I ＇.＇.＿：健康診断書、 5その他（具体的に ） 
！選考方法 I -I ：；－.－面接
．（複数選択可） I I 2.筆記説験

i- _J__ lその他（具体恒1:,_:
i募集及び選考の時期 ｜ ｜募集時期 月 日頃から
i I ｜選考時期 月 日頃から
！マッチング利用の有無｜ I 1 有 0. 無

1 有 O 無

都・道・府・県）

一
名
一

一名一氏一
者
ナ
一

－当

Y
－

H

担

- FAX:( 

e-m~ 

3 2. 研修医手帳

｛語幹型舵入｝

3 3. 連携状況

（基併型犯入｝

※欄は、記入しないこと。

1* 様式6に記入



（記入要領）

1 特に定めの晶るもののほか、原則として、申請自の属する年度（以下『申請年度』という。）の4月1日現在で作成すること。

2 臨床研修病院群！こよって臨床研修を行おうとする病院にあっては、基幹型臨床研修病院の指定を畳けようとする病院及び協力型臨床研修嘱院の指定を

畳けようとする病院のいずれの病院も申請書を作成すること。

3 各項目に、記入が必要な臨床研修病院の型を記載してあるので、申請する臨床研惇病院の裂に合わせて、毘入が必要な項目について記入すること。

4 （基幹型・協力型包入｝とある場合こは、基幹型臨床研修靖院・協力型臨床研修病院のすべての臨床研修病院が記入対象となること。

5 初出て申＂ーを行う病院の場合 l立、記入が必要なすべての項目について記入すること。

6 既に番号を取得している臨床研修病院については病院施設番号を担入し、前回提出した申請書の向容と異なる項目について担入することで差し支えな

いこと．

7 ( l. 有 0. 無］のように選択形式の項目は、いずれかにOをつけること。

8 ※欄は、記入しないこと。

9 申請する臨床潮修病院の型に応じて、「1 基幹型臨床研棒病院 2.協力型臨床研修病院』の番号！こOをつけること．

10 f作成責任者由氏名及び連絡先」欄の作成責任者は、記載内容について十分回答できる者とすること固

11 「＝次医療園町名称」欄は、当該病院の属する二次医療圏の名称を記入すること．

12 『病院の開設者の氏名」欄は、開設者が法人の場合には、法人の名称を記入すること。

13 「病院の開設者由住所J欄は、開設者が法人の場合には、法人の主たる事務所田所在地を記入すること．

14 「研修管理委員会の構成員の氏名等』は‘研修管理委員舎のすべての構成員（協力型臨床研修病院及び臨床研修協力施設に所属する者を含むJにつ

いτ別紙1に担入すること．

15 「病暁群の構成等」欄l;j;、病院群を構成するすべての臨床研修病院、大学病院Eび臨床研修協力施設の名称、新規指定由有無、病院群の構成目変更等

について別表に飽！入すること。

16 「病院のホームページアドレス』欄は、当該病院がホームページを有する場合にのみ記入することで差し支えないこと．

17 r医師（研修医を含む．）の員数』欄について ' 

( 1 ）『医療法第21条の規定に基づく人員の算定に当たっての取扱い等についてJ（平成 10年6月26日付け健政発第777号・医薬発第574号）に

基づき、当該病院に勤務する医師（研睡匿を吉むJについて記入すること．なお、歯科医師は算定しないこと。

(2）「常勤Jとは、原則として当該病院で定的た医師田勤務時聞のすべてを勤務する者をいうものであること。

(3）『非常勤Jについては、常勤以外の医師について、次に掲げる換算式こより常勤換算をした数を記入すること．

来換算式
非常勤匡師の1；周聞の動轄時間世

常勤医師の1週間の勤務時間数
＝常勤換算をした数（小数第二位を四捨五入｝

(4）「計（常勤換算）」については、常勤医師散と非常勤医師を常勤換算した数回合計を記入すること．

(5）「医療法による医師の標準員数』は、医療法施行規則草19条第1項第1号由規定に従い、次に掲げる算出式により算出すること（患者数は、入院及

び外来とも申請年度の前年度の1目平均とすることJ。

※算出式

［ 摘神揖…輔床叫院関一時間在除〈）＋精楠床及び臓病床以外側こ係る入院患……間航

3 

＋外来患者数｛掴拍車 E皇嗣融制 DG斡丑ぴ歯車由外受患者世療臨（.） + 
2.5 

摘神科牛耳畳間幅担llit>閥単由外来患者数 ｜ -52 Ix」L+3＝医師由標準員数
5 J 16 

ただし、医標法施行規則第43条の2に該当する病院については、よ記算出式によらないものとする。

( 6）当該病院の研修プログラムで研修を行っているすべての研修医由氏名帯について、様式3に記入すること（歯科医師は担入しないolo

18 「診療科名1欄は、当該病院の医療法上の標lまう診療科について該当する番号すべてにOをつけ、該当する診療科がない場合は f99.その他J欄に記入

すること。

19 「救急医療の提供由実績J欄について

( 1 ）『救急病院認定の告示』欄は、「救急病院等を定める省令』（昭和39年厚生省令第18 6号）に基づき都道府県知事の救急病院の認定を受けている病

院である場合に、告示年月目｛西暦）及び告示番号を記入するものであること。

(2）「医療計画上白位置付け』欄1主、医療計画上、初期救急医療機関、第二次救急医療機関又は第三次救急医療機関として位置付けられている場合に、

該当する番号r:oをつけるものであること．

( 3）『救急専用診療｛処置）室の有無J欄は、救急専用診療（処置）室を有する場合には、「1 有』にOをつけるとともに、その面積を記入し、有し

ない場合には、「0 無』にOをつけること。

(4）『救急医療の実績j欄については、「前年度の件数」は申請年度の前年度の救急取扱件数（来院方法を問わず、すべての件数人「1目平均件数」は

申請年度の前年度の救急取扱件数を年間総回数（3653<1ま36 6）で除した数、また、『救畠車取扱件数Jは申請年度の前年度目救急取扱件数のう

ちで来院方法が救急車によるものの数をそれぞれ記入すること。さらに、これらの件数のうち診療時間外に受け付けた件数について、それぞれの「う

ち診療時間外」欄に記入すること。

( 5）『診療時間外の勤務体制」については、「医師J数l立、「救急医療を提供している診療科Jの診療時間件の勤務体制における医師数を記入すること。

また、「看護師及び准看護師」数は、専ら救急医療を提供するための病棟・外来に勤務する看護師及び准看護師のうち、診療時間外の交代制及び宿日

直体制における看樟師及び，量看護師数を記入すること．

( 6）『指導を行う者由氏名等』欄については、救急医療の指導を行う者について別紙4に記入すること．

( 7）「救急医擦を提供している診療科」概は、向科系、件科嘉文は小児科に係る救急医療の提供の有無について、該当する番号にOをつけ、その他の診

療科に係る救急医療を提供している場合には、「その他」欄に当該診療科名を記入すること。

20 f医療法上の許可病床数｛歯科白病床数を除〈。｝」欄は、当該病院の病床の種別ごとの許可病床数を舘入すること．

21 「病床の種別ごとの平均在院回数J欄は、次に掲げる算出式により耳出した、申請年度の前年度目平均在院回数を記入すること．ただし、在院患者

延日数とは、申請年度由前年度の華日午桂12時現在の在院患者数寄合計した散とすること。なお、在院患者延回数、新入院患者数及び退院患者数に



ついては、保険診療で晶るか否かを問わないも由であること．

※算出式

在院継者I正回数
＝平均在院回数｛小数第二位を固捨五入）

1/2 （新入院患者数＋退院患者数｝

・22 「前年度の分娩件数」摘は、申請年度の前年度の正常分娩件数及び異常分娩件数についてそれぞれ記入すること．

23 「臨床病理検討会（CPC）由実施状況」欄について

( 1 ）『開催回数J欄は、申請病院の主催の下に開催したCp Cの申請年度由前年度の開催回数且び申請年度の開催見込数を記入すること。

(2）「剖検数J欄i立、申請年度の前年度の剖検件数且ぴ申請年度由自l検見込数を記入すること．

(3）「剖検を行う場所j欄は、剖検査当該医療機闘の由l検室で行っている場合は「1 有』にOをつけること．また、剖検を当該医療機関田制検室で行

っていない場合には、「0 無JにOをつけるとともに、剖検査夫学の剖検室において行っているときは「｛ ）大学Jに当該大学名を記入し、

剖検を他病院の剖検室で行っているときは「［ ）病院Jに当該病院名を記入すること。

24 『研修医由ための宿舎及び研修医室の有無」欄について

( 1 ）『研修医の宿舎」欄は、研棒医の利用に供する宿舎（当該病院の敷地田内外を問わない。）を有する場合は「1 有』にOをつけるとともに、「単身

用J・「世帯用Jのそれぞれの戸数を記入すること。また、研修医のための宿舎を有さない場合は「0 無』にOをつけるとともに、住宅手当の支給

内容（全額支給、一律00円、畳低00円から最高00円由範囲内で負担額に応じて支給等）を記入すること（住宅手当を支給していない場合には

『0円Jと記入すること，），

( 2）「研修医室』欄は、研修医室を有する塙合は「1 有Jr=oをつけるとともに、その室数を記入すること．また、研修医室を有さない場合は『0,

無JにOをつけること。

25 『図書、雑誌、インターネット等が利用できる環境及び医学教育用機材の整備状況』欄について

( 1 ）「文献データベース等の利用環境』欄は、 Mediine等の文献データベース及び教育用コンテンツのそれぞれについて、利用できる場合は「1 有J

にOをつけ、利用できない場合には「0 無』にOをつけること。また、文献データベースEぴ教育用コンテンツ以外に、これに類するもので利用

できるも叩がある場合は『その他（ ）」にその向容を記入すること．

(2）『医学教育用機材の整備状況』欄1主、医学教育用シミュレーターの整備の有無について該当する番号にOをつけること。また、臨床研修に必要なそ

の他の医学教育用機材を整備している場合は『その他｛ ）」にその内容を記入すること．

26 『病歴管理体制」欄について

( 1 ）「診療に関する諸記録の管理方法J欄は、診擦に関する筒飽録（診療録、病院日誌、普科診療目誌、処方せん、手術記録‘看護記録、検査所見記録、

エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約帯｝に関する菅理方法について、主に中央管理を行っている塙音には「1

中央管理」、主に各科管理を行っている場合には「2 各科曹理」にOをつけること．また、いずれにも該当しない場合は、『モの他』欄に、その内

容を具体的に記入すること．

(2）『診療録の保存方法」欄は、診療録音文書により保存している場合には「1 文書J、電子媒体により保存している場合には「2. 電子媒体Jに0

をつけること。また、双方静用で保存している場合等は『その他』欄に具体的に記入すること．

27 「医療安全管理体制」欄について

< 1l r安全管理者の配置状況』欄は、安全管理者を毘置している場合は『1 有」にOをつけるとともに、その人数を記入すること。また、安全管理者

を配置していない場合には「0.無」にOをつけること。

(2）「安全管理部門の霞置状況J欄は、安全管理部門の専任職員及び兼任職員の散をそれぞれ記入するとともに、安全管理部門由主な活動向容を記入す

る己と。

( 3）「患者から由相般に適切に応じる体制の確保状況」欄は、患者相談窓口の責任者の氏名及び役職並びに患者相談へ由対応時間在記入するとともに、

患者相談窓口に係る規約を有する場合は「1 有』！こOをつけ、有さない場合には「o.無』にOをつけること。

28 「研修担録の保存」欄l宜、臨床研修を修了した研修医の氏名、修了した臨床研修の内容、研修医由評価等研修飽録の保存について、その保存期聞を

記入するとともに、診療録を文書により保存している場合には「 1.文書』、電子媒体により保存している場合には『Z 電子媒体』にOをつけるこ

と．また、双方併用で保存している場合等は「そ由他」欄に具体的に毘入すること。

29 『受入可能定員J欄は、医療法上白許可病床数（歯科の病床散を除（.）からの算出（÷10）及び年間入院患者数｛申請年度由前々年度からの繰越

患者数＋申請年度の前年度の新規入院実患者数｝から由算出（÷10 0）の双方とも記入するこ主。

30 『精神保健福祉士、作車療法士その他診療要員の配置状況J欄は、当該病院が精神科白研修を行う場合に肥入するものであり、精神保健福祉士、作

業療法士、臨床心理掠術者のそれぞれの職種について、職員数及び常勤・非常勤別の内訳数を記入すること。また、これらの職種以外にも精神科に係

る技術職員がいる場合は、その職員数及び常勤・非常勤別の肉訳数を記入すること．

31 『研修プロゲラムの名称及び概要J以降由欄については、研修プログラムごとに別業に記入すること。

32 「プロゲラム責任者の氏名等（副プログラム責佳者が配置されている場合には、その氏名等）」楓は、プログラム責任者の氏名、所属（当該者が所属

する病院名を記入すること，） ＆ぴ役職を記入し、副プログラム責任者が配置されている場合には『1 有」にOをつけ．その人数を記入すること．ま

た、副プログラム責任者が記置されていない場合には「0 無』 r=oをつけること。さらに、プログラム責任者の履歴を様式2に記入すること (ii]プ

ログラム責任者が配置されている場合には、副プロゲラム責任者の履歴を様式2に記入すること，）. 

33 『研修医の処遇J欄について

< 1 l r処遇由適用」欄については、基幹型臨床研修病院は、 z！こOをつけ、以降の研修医の処遇の各項目について肥入すること．また、協力型臨床研修

病院は、基幹型臨床研修病院と同ーの処遇とする場合には、 1IこOをつけ（この場合、以降の研修医の処遇の項目については記入しなくとも差し支

えないことJ、また、病院独自の処遇とする場合には、 21=0をつけること．

( 2）「研修手当J欄は、研修医師基本的な研修手当について、 1年次及びZ年次の基本手当の額（税込み入賞与の支給額を担入すること．基本手当が

月給ではない場合にあっては、およその月額を記入すること。時間外手当及び休日手当を支給する場合I立、それぞれ「1.有」に、支給しない場合

には『0 無JにOをつけること。なお、時間外勤務及び休日勤務がある場合においては、時間外手当且び休日手当が支給されるものと考えられる

』と．

( 3）『勤務時間』欄l立、研修医の基本的な勤務時間及び勤務時間中の休憩時間について記入すること．また、「時間外勤務の有無J欄I主、時間外勤務が、



晶る場合には『1 有」に、ない場合には ro.無j1=0をつけること．

(4）『休暇」欄は、研修医の基本的な休眠の向容について、 1年次及びZ年決の有給体暇付与回数を記入する己と．また、夏季休暇、年末年始休暇司有

無について該当するものにOをつけること。また、これら以外に休暇を付与する場合は、その具体的休暇名を記入すること．

(5）「当直」欄は、萌修医由一月あたりのおよその当直回数について記入すること。

(6）「社会保険・労働保険」捌は、研修医に適用される社会保険・労働保険について、「公的医療保険（ )J欄に「組合憧康保険J等と、「公的年

金保険（ ）」欄に「厚生年金保険」等と記入し、「労働者災害補償保険法の適用J棚、『国家・地方公務員災害補償法の適用J欄、「雇用保険』

欄のそれぞれ骸当するも由！こOをつけること。

( 7）「健康管理』楓は、研修医の基本的立健康菅理について、健康診断的回数を記入すること．また、健康診断以外で健鹿管理を実施している場合は、

「その他」欄に具体的に記入すること．

(8）『医師賠償責任保険の級い」欄は、研修匿の医師賠償責任保険由基本的な扱いについて該当するものにOをつけること。

cg) r外部の研修活動』欄は、学会、研究会等への害加を留めるか否かについて該当するものにOをつけ、認める場合における参加費用の支給の有無に

ついても、該当するものにOをつけること．

34 「研修医由募集定員」については、当該病院で臨床研修を行っている 1年次及び2年次の合計が受入可能定員を超えないこと．

35 『研修医の募集及び採用田方法J欄について

( 1 ）『募集方法J欄は、研修医を公募により募集する場合には「 1.公募」！こOをつけ、その他白方法とする場合にはその他欄にその向容を具体的に記

入すること。

c 2 > r応募必要書類」欄は、研修医が選考に応募する際に必要な書類すべてにOをつけ、その他に必要な書類がある場合には、その他欄にそ由向容を具

体的に記入すること．

(3）「選考方法J欄は、研修医の選考方法について該当するものすべてにOをつけ、その他に選考方法を置ける場合には、その他欄にその向容を具体的

に記入すること。

(4〕「募集及び選考の時期」欄は、募集車び選考由時期について、具体的に記入すること。

( 5）「マッチンゲ利用の有無』欄は、マッチンゲを利用する場合には「1 有JIこOをし、マッチンゲを利用しない場合には「0 無JにOをすること．



ι 
臨床研修協力施設概況表ー 1-

格式4

1医療機関 2.その他の機関 （臨床研修憶力施肢が医線機腐の場合は1に．医捜観照以外の場合は21:0をつけて〈ださい．）

田隆床研修協力llil!t続況表ー1ーから－3ーまでについては、臨床研修プログラム検策ザイトの画面を印刷したもの等必要な項目がわかるものを代わりに添付していただいても憎い

ません．

病院施設番号

既に番号を取得している施股については病院値段番 l

号を肥入して〈ださい． ！ 

｜フIJb'ナ
作成責任者の氏名及び 1

連絡先 ｜氏名｛姓）

記入目西暦 年 月日

臨床研修病院群の名称 i名称
陣原研修術院採を締成する滑合に飽入しi
て〈ださい． ： 
阪に臨床研修病院欝番号を有しているII;.. .一ー一一一一
床研修病院携については、番号も犯＂＇し 1番号
て〈ださも、． ： 

（名）

i所属

！役職

（内線 ） 

（直通電話｛ ｝ 

本調蓋衰の閉会せに対して泊

答できる作成東径者について

犯入して〈ださい．
皇虫呈U」

（燦帯電信の， ルアドレスは不可とします．｝

1 臨床研修協力施股｜フ帥・ナ

の名称

h
u
 

門
U

円
U

円
U口口口一T最施力協修研

地

床

在
臨

所由

都道・府・県）

電話 （ FAX ( 

3. 臨床研修協力施設｜フ広：.... 
の開設者由氏名（法

人目名称）

4. 臨床研修協力施設

の開設者の住所（法

人の主たる事務所

子口口口一口口口口（ 都・道・府・県）

の所在地｝ ｜ 電話 ( ) ~ FAX ( 

5. 臨床研修協力施設｜刈rナ ；役職渇

の管理者の氏名及｜姓－ i名 ー i 
ぴ役職名 I 

6. 研修実施責任者の 17リカ「ナ i役職名，i

I .γ・
正名及び役職名 ｜姓 j名

7. 施設のホームベー l

'http:// 
ジアドレス

※ 

8. 診療科名

｛医禽健闘のみ｝

当践病院の医療法ょの練！まう診療科について篠当する番号すべてにOをつけ‘肱当す

る.. 療科がない繍合lま「＇＂その他』樹に記入すること．

標1まう診療科｛番号にOをつけて〈ださいJ

1内科 2.呼吸器向科 3.循環器内科 4.消化器内科 E気曹宣道

内科 6神経内科 7心療向科 B性感染症内科 9.外科 10.呼吸

器外科 11.心臓血管外科 12.消化器外科 13.小児外科 14.気管

食道外科 15.JII門外科 16.整形外科 17.脳神経外科 18.形成外

科 19.美容外科 20.精神科 21. 7レルギー科 22.リウマチ科

23.小児科 24.皮膚科 25.泌尿器科 26.産婦人科 27.産科 28. 

婦人科 29.眼科 30.耳鼻咽喉科 31.リハビリテーション科 32. 

放射線科 33.病理診断科 34.臨床検査科 35.救急科 99.その他（次

に記入してください。）

日一一一 γー
901 科 i902 科

903 科 i904 科
｝ 一一一一．

905 科； 906 和
－一一ー.：.. V 巴

907 科 i908 科

1909 . 一ー 科 ？扇面 ’一一日一一逼



臨床研修協力施設概況表－ 2ー
靖院施設番号 臨庄研幡協力抽程由名称・

9，救急医療の提供i救急病院認定の告示 ｜ ！告示年月白西暦 年 月 日、告示番号第 号
由実績 ！説向上叩置削 ｜ 「酬にc;；；；；~；てみぶ

｛医日銀健闘のみ｝ ; I I 1 .初期救急医嫌機関

I I 2. 第二次救急医療機関

I I~：第三次救急医療機関
｛救急専用診療｛処置）室の有無 J_ J_1.有 ( i "!'・; 0. 無
i救急医療の実湖 ｜ ｜前年度の件数： 件（うち診療時間外 件）

I I 1目平均件数： 件（うち鯵療時間外・ 件）

｜ ｜教畠車取担件担 件（うち診療時間外 件）

；診療福岡瓦の副読体制ー ｜ーー↑医師 名；主語師及的世看護師・ ． 名
！指導主語語者の瓦名等ー ｜ーー↑＊ 臨床研修積樹時一申請書町別紙4［こ記入

（救急医漉を提供している診療科 ｜ ｜向科系（ 1 有 0. 無） 外科系（ 1 .有 0. 無）、

｜ ｜小児科（ 1 . 有 0. 無）

｜ ｜その他（

10 医療法上の許可病床数（歯科の病床散を除〈。） I 11.一般．一一一一床、 Z精神 一一一一氏、 3感染症：一一一）床

曙醐閣の制 I 14.結核一一一ー床、 5，療養。一一一一床

11. 診療科ごとの入院患者・外来患者・研修医の数 * ~11紙 1 に記入

｛医食後凋のみ｝

12.病床の種別ごとの平均在院回数（小数第二位四捨五入）

｛医療機測のみ｝

1 一般一一~一目、 2 精神・一一一」ー目、 3. 感染症一一一一一目、
4.結核， 目、 E療養一一→一日

13.前年度由分娩件数 正常分娩件数： 件、異常分娩件数 件

｛医療織闘で産婦人科の研修がある場合のみ〉

14.臨床病理検討会；開催回数 . .L l前年度実績・ 里、竺空度見込・ 里
(C PC）由実施！指導を行う病理医の氏名寄 ｜ ｜＊ 臨床研修病院指定申請書由別紙4に記入

状況 : 

｛医療鎌聞で臨床病理倹；剖検数 ｜ l：前年度実績： 件、今年度見込。 件

討舎を興絡している楊i剖検を行う場所 ｜ ｜当該医療： i 有

合の剖 i I l機聞の剖 ro. 無 （ ｝大学、（ ）病院

I ｜検室 i綿を選択した鳩合には．剖畿を実絡している大学又は病院を冒＇＂して〈ださ仇

15.研修匿のための j研修医の宿舎 I I 1 .有（単身用・ 戸、世帯用 戸）

宿舎及び研修医j I Io.無（住宅手当： 同）

室の有無 ; I ｜有を選択した場合同志単身用・世帯用に分けて宿舎の戸数を偲λして〈だ郎、

｛医様視聞のみ〉
｜ ｜織を選択した鳩合には、包宅￥当の金舗を偲入して〈ださい．住宅手当の支給が無L帽合は， fOJと包入
I lして〈ださい．

；研修醒 I I 1 . 有｛ 寄 0. 無
｜ ｜有を選択した繍合には、研修医率直.，信教を位入して〈ださい．

16.図書、雑誌、イ i図書室田広吉 ｜ ｜【 ) m• 

シターネット等；医学函ー数 ． ー ｜ー｜圏内図書： 冊、圏外図書・ 冊

が利用できる環 r·~一学長語録一日一日目ー一一一 . T"T面再特色．一一一一ー忌説；ー面瓦語誌＼一一一一通通

境及び医学教育［図書逗雨前面可食品面一一ーーーーー一一丁目T一一ァ一一二一一一，一一一五再開訂正一…一一

用機材の整備状十一ー...... ー十 十
l文献データベース等由利用環境 、｜ I Medline等白文献データベース（ 1 .有 0.無人

況 ： I I 
｜ ｜教育用コンテンツ（ 1 .有 0.無）＼

｜ ｜その他｛

｜ ｜利用可能時間（ ， ～ ) 24時間署記

｛医鎌織聞のみ｝

j医学教育用機材の整備状況 I l医学教育用シミュレーター（ 1 有 0.無）、

｜ ｜その他‘（

17.精神保健福祉士、作業療法土その他診概要員由配置状況 ｜ ｜精神保健福祉士・ 名［常勤． 名、非常勤 名）

精神科の研修を行う施除については飽入して〈ださい． 作業療法士 名［常勤 名、非常勤． 名）

臨床心理技術者・ 名｛常勤・ 名、非常勤． 名）

その他国精神科技術職員

名（常勤。 名、非常勤： 名）



臨床研修協力施設概況表－ 3-
ホここからは研修プログラムごとに但入してください．

晴院蹄笹番号 臨庄田植ti!ヵ抽世田名称

吉正

18.研修ブロゲラム曲名称 研修プログラムの名称・

プログラム番号は、阪にプログラム番号を取得されている場合に記入して〈ださい．

プログラム番号：

19.研修医の指導を行う者の氏名等 ＊ 臨床研修病院指定申請書の別紙4に記入

臨康研修也カ錨般に所属する研修医の翁噂を行う者の氏名等は．省幹Z屋高原研修書簡

院の申繍書の3制緩4に包入して〈ださい．

20.研修医の処遇 （処遇白適用 I I 1 基幹型臨床研修病院と同ーの処遇とする。

※欄は、記入しないこと。

I I 1を遺叙した場合には‘以下の研修医の処遇の項目については．犯入不要です．

I I 2.施設独自の処遇とする．

i常勤・非常勤の別 I I 1 常勤 2. 非常勤

；研修手当 ｜ ｜一年次の支給額（税込み） ｜二年次回支給額（税込み）

｜ ｜基本手当／月（ 円） ｜基本手当／月（ 円）

｜ l賞与／年（ 円） ｜賞与／年（ 円）

｜ ｜時間外手当 1 有 0.無

｜ ｜休日手当 1 .有 0. 無

: 勤務時間 ！ ｜基本的な勤務時間（ ： ～ ' i 24時間表記

｜ ｜休憩時間｛

｜ ｜時間外勤務田有無： 1 有 0.無

！休暇 ｜ I有給休暇（ 1年次・ 目、 2年次 回）
｜ ｜夏季休暇（ 1 有 o.無）

｜ i年末年始（ 1 .有 0. 無）

I lその他休暇（具体的に

i当直 ｜ ｜回数｛約 回ノ月）
,. － ιE ~ - －~ー ー白色

i研修医の宿舎（再掲） ↑ r1.有（単身用： 戸、世帯用 戸）
I Io.無（住宅手当 円）

I l有を選択した楊舎には．単身用・世帯用に分けて宿舎の戸散をta入して〈ださい．
｜ ｜無を選択した鳩合には、住宅手当の金舗を記入して〈ださい．住宅手当の支給が無い繍舎は roiと胞

I l入して〈ださい．

i研修医室（再掲） r ・11 有（ 室） o: 無
｜ l有を選択した繍合には‘研修医室の室数を包入して〈ださい．

1社会保険・労働保険 ｜ ！公的医療保険（

I ｜公的年金保険（

I ｜労働者災害補償保険法の適用（ 1.有 0. 無）、

i I ｜国家・地方公務員災害補償法由適用（ 1 . 有 0.無）

｜ ｜雇用保険什有 0：無）

！健康管理 ｜ ｜健康診断（年 間｝

｜ ｜その他（具体的に．

！医師賠償責任保険の扱い ｜ ｜病院において加入（ 1 .する 0. しない｝

｜ ｜個人加入（1 .強制 0. 任意）

！外部の研修活動 ｜ ｜学会、研究会等への昏加＇ 1 .可 0.否
I I 学会、研究会等への昏加費用支給の有無 1 . 有 0. 無



（記入要領）

1 特に定めのあるも由のほか、原則として、申輔自由属する年度（以下「申請年度Jという。）の4月t日現在で作成すること．

2 初めて概況表を提出する施設の場合は、記入が必要なすべての項目について記入してください。

3 既に病院施世番号を取掃している施設については病院施設番号を記入し、前回提出した申請書の向容と異なる項目について記入してください。

4 （医療機聞のみ）と記載されている項目は、当該施設が医療機関である場合にのみ記入してください．

5 ( 1 有 o.無）のように選択形式の項目は、いずれかにOをつけて〈ださい．

6 ※欄は‘記入しないこと。

7 臨床研修協力施設の種類に応じて、『1.医療機関 2.その他田機関Jの番号にOをつけること．

8 「作成責任者の氏名及び連絡先」欄の作成責任者は、記載内容について十分回答で吉る者とすること．ま士、「所属」欄に1宜、作成責任者の所属施設名

を記入すること．

9 「診療科名J欄l主、臨床研修協力施設が医療機関である場合に、当数施設の医療法ょの標ぼう診撮科について該当する番号すべてにOをつけ、該当す

る診療科がない場合i;J:「99.その他』欄に記入すること。

10 『救畠医療の提供由実績」欄は、臨床研修協力施設が医療機関である場合であって、救急医療を提供している場合に記入するものであること．

( 1 ）「救急病院認定の告示J欄は、「救草病院等を定める省令』（昭和39年厚生省令箪 18 6号）に基づき都道府県知事由救急病院の認定を受けている病

院である場合に、告示年月日（酉暦）及び告示番号を記入するものであること。

( 2）『医療計画よ由位置付け』欄は、医療計画上、初期救急医痕機関、箪二次救急医糠機関又は第三次救畠医療機関として位置付けられている場合に、

該当する番号にOをつけるものであること．

(3）「救急専用診療（処置）室由有無』欄は、救急専用診療（処置）室を有する場合には、「1 有JにOをつけるとともに、その面積を記入し、有し

ない場合には、『0 無」にOをつけること．

(4）『救急医療の実績」欄については、「前年度目件数』は申請年度目前年度の救急取扱件数（来院方法を悶わず、すべての件数）、『1目平均件数Jは

申請年度の前年度の救急取扱件数を年間総日数（365)1.は36 6）で除した数、また、 f救急車取扱件数」は申請年度の前年度の救急取扱件数のう

ちで来院方法が救急車によるものの数をそれぞれ記入すること。さらに、これらの件数のうち診療時間外に受け付けた件数について、それぞれの「う

ち診療時間外」欄に記入すること。

(5）『診療時間外の勤務体制』については、『医師」数は、「救急医療を提供している診療科J由診療時間外の勤務体制における医師散を記入すること。

また、「看護師及び；量看護師J数は、専ら救急医療を提供するための病棟・外来に勤務する看護師及び珪看護師のうち、診療時間外の交代制及び宿日

直体制における看護師及び車看護師散を記入すること．

(6）「指導を行う者の氏名等J欄については、救急医療の指導を行ラ者について臨床研修病院指定申請書の別紙4に回入すること．

( 7）「救急医療を提供している診療科j欄l立、内科菜、外科系又は小児科に係る救急医療の提供の有無について、該当する番号lこOをつけ、その他の診

療科に係る救急医棟を提供している場合には、「その他J欄に当該診療科名を記入すること．

11 『医療法上白許可病床数（歯科目病床数を除く.）J欄l玄、臨床研修協力施設が医様機関である場合であって、許可病床を有している場合に、当骸施設

の病床の種別ごとの許可病床数を記入すること．

12 r診療科ごとの入院患者・外来患者・研修医の数」欄は、臨床研修協力施設が医療機関である場合に、当該施霞で行う研修分野に係る診療科について

記入することで差し支えないこと．

13 「病床の種別ごとの平均在院回数j欄は、臨床研修協力施設が医療機関である場合に記入するものであって、次に掲げる算出式により算出した、申請

年度の前年度目平均在院回数を記入すること．ただし、在院患者延日数とは、申請年度由前年度目毎日午後 12時現在の在院患者数を合計した数とす

ること．なお、在院患者延日数、新入院患者数及び退院患者数については、保険診療であるか否かを問わないものであること．

※算出式

在院継者延日数
＝平均在院日数（小数第二位を四捨主人）

1/2 （新入院患者数＋退院患者数）

14 「前年度目分娩件数」欄は、臨床研憧協力施設が医療機関であって、産婦人科由研修を行う場合に、申請年度の前年度目正常分娩件数及び異常分娩件

数についてそれぞれ記入すること．

15 「臨床病理検討会（CPC）由実施状況』欄1宜、臨床研修協力施設が医療機関であって、臨床病理検討会を開催している場合に記入するもので晶るこ

と。

( 1)『開催回数」欄は、申請年度の前年度叩開催回数及び申筒年度の開催見込数を記入すること．

( 2) r剖検数j欄l立、申請年度目前年度の剖検件数且ぴ申請年度由剖検見込数を記入すること．

(3）「剖検を行う場所』欄は、剖検を当該医療機関由自l検室で行っている場合l;J:「1.有jにOをつけること．また、剖検査当該医擦機関白剖検室で行

っていない場合には、『0 無J1:0をつけるとともに、剖検を大学の剖検室において行っているときは『｛ ）大学jに当該大学名を記入し、

制検を他病院の剖検室で行っているときは『（ ）病院』に当該病院名を記入すること．

16 「研修医田ための宿舎及び研修医室田有無」欄は、臨床研修協ガ施設が医療機関である場合には必ず肥入すること．

( 1 ）「研修医由宿舎」欄は、研修医の刺用に供する宿舎（当該施設の敷地の同外を問わない。）を有する場合は「1 有」 1:0をつけるとともに、「単身

用」・「世帯用』のそれそ．れの戸数を記入すること。また、研修医のため由宿舎を有さない場合は「0.無』にOをつけるとともに、住宅芋当由主給

肉容｛全額支給、一律00円、最低00円から最高00円の範囲内で負担額に応じて宜給等）音記入すること｛住宅手当を支給していない場合には

「O円』と記入すること.）. 

( 2）「研修医室』欄i;J:，研修医室を有する場合は「 1.有J1:0をつけるとともに‘その室数を包入すること．また、研修医室を有さない場合は『0.

無JにOをつけること。

17 「図書、雑誌、インターネット帯が利用できる環境及び医学教育用機材の聾備状現」欄は、臨床研修協力施設が医療機関である場合には必ず記入す

ること。

( 1 ）「文献データベース等の利用環境」欄は、 Mediine等回文献データベース及び教育用コンテンツのそれぞれについて、利用できる場合は「唱。有」

にOをつけ、利用できない場合には「0.無』！こOをつけること。また、文献データベース及び教育用コンテンツ以外に、これに類するもので刺用

できるものが晶る場合は「そ由他｛ ）」にその内容を肥入すること．



， 

(2）「医学教育用嶋材の整備状況』欄I立、医学教育用シミュレーターの整備の有掘について該当する番号にOをつけること．また、臨床研修に必要なそ

の他の医学教育用機材を整備している場合は『その他（ )Jにその向容を担入すること．

18 『精神保健福祉士、作業療法土その他診療要員の阻置状況j欄は、当該施設が精神科目研修を行う場合に記入するものであり‘精神保健福祉土、作

業療法士、臨床心理技術者のそれぞれの職種について、職員数及び常勤・非常勤別由向訳数を飽入すること．また、これらの職種以外にも精神科に係

る技術職員がいる場合は、その職員数及び常勤・非常勤別田内訳数を記入すること．

19 『研修プログラムの名称J以降の欄については、研修プログラムごとに別葉に記入すること．

20 「研修匿の指導を行う者の氏名等J欄については、研修医の指導を行う者について臨床研修病院指定申舗書の別紙4に記入すること．

21 「研修医の処遇J欄について

( 1)「処遇の適用』欄については、基幹型臨床研惇病院と同ーの処遇とする場合には、什こOをつけ［この場合、以降の研修医由処遇の項目については

記入しなくとも差し支えないことJ、また、施設独自の処遇とする場合には、 21:0をつけること。

(2）『研修手当J欄は、研修医の基本的な研修手当について、 1年次及び2年次の基本手当の額（税込み入賞与の支給額を担入すること．基本手当が

月給ではない場合にあっては、およその月額を記入すること．時間外手当及び休日手当を支給する場合は、それぞれ『1 有』に、支給しない場合

には「o.無JIこOをつけること．なお、時間外勤務及び休日勤務がある場合においては、時間外手当≫.び休日手当が支給されるものと考えられる

こと。

(3）「勤務時間J欄は、研修匿の基本的な勤務時間及び勤務時間中の休憩時間について記入すること．また‘「時間外勤務の有無J欄は、時間外勤務が

ある場合には「 1.有』に、ない場合には「0 無」 1=0をつ吋ること．

(4）『休暇J欄は、研修医由基本的な休暇白内容について、 1年次及び2年次の有給休暇付与回数を記入すること．また、夏畢休暇、年末年始休眠の有

無について該当するものにOをつけること．また、これら以外に休暇を付与する場合I立、その具体的休暇名を記入すること．

(5）「当直J欄は、研修医由一月あたりのおよその当直回数について担入すること．

( 6）「社会保険・労働保険』欄は、研修医に適用される社会保険・労働保険について、「公的医操保険｛ ）」欄に「組合健康保険」等と、「公的年

金保険（ ）』欄に「厚生年金保陰J等と記入し、「労働者災害補償保践法の適用J欄、「国家・地方公務員災害補償法の適用」欄、「雇用保険」

欄のそれぞれ該当するものにOをつけること。

( 7）「健康管理』欄は、研修医の基本的な健康管理について、健康診断の回数奇記入すること．また、健康診断以外で健康管理を実施している楊合は‘

「その他J欄に具体的に包入すること．

( 8）『医師賠償責任保険の扱い」欄l主、研修医の医師賠償責任保肢の基本的な扱いについて該当するものにOをつける己と．

(9）『外部の研修活動J榔は、宇会、研究会等へ由参加を認めるか否かについて該当するものにOをつけ、認める場合における参加費用田支給の有無に

ついても、該当するものにOをつけること．
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厚生労働大臣殿

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書

病院名

開設者

線式8

平成年月日

印

医師法第 16条の2第 1項に規定する臨床研修に関する省令（平成14年厚生労働省令第15 8号）第 12条に基づき、年次報告書を提出いたし

ます。

また、併せて、同省令第9条に基づき、 1 研修プログラムの変更、 2 研修プログラムの新設を届け出ます．｛研修プログラムを変更する鳩合には r,. 
研修プログラム変更jに、研修プログラムを新臨する場合には r2.研修プログラムの新段』にOをつけて〈ださいJ

1 .基幹型臨床研修病院 2 協力型臨床研修病院［報告又は届出を行う瞳床研修病院の型の番号にOをつけてくださいJ

・年次報告書、研修プログラム変更・新館届出番 1 ーから－ 5ーまで及び~＇I紙1 については、臨床研修プログラム検索サイトの薗函を印刷したもの（不足する項目は適宜加筆する

こと）等必要な項目がわかるものを代わりに怒付していただいても構いません．

項目番号1から 25までについては、年次報告において記入して〈ださい．
田研修プログラムの変更新韓の届出の場合は．項目番号26から35までについても田λして〈ださい．
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重堕襲撃登呈」

病院施設番号

【畠併型．協力型犯入｝

霞r＝番号を取得している臨床研修病院については

病院錨践番号を肥入して〈ださい．

臨床研修病院の名称

作成責任者の氏名及び連絡先 IJI｝~·ナ
氏名（姓） i （名）｛善隣型‘協力型犯入〉

本報告書の閉会せに対して回答できる作成｜

責任者について位入して〈ださい．

1 病院の名称

｛盆鈴製‘悩カ型毘入｝

7リYナ

2.病院の所在地 及 び 二 次 医 ｜ 干 口 口 口 口 口口口

療圏の名称

G範併雪量・協力型偲入）

二次医療閣

の名称・

3. 病院の開設者の氏名（法［.？.~主ナ
人の名称）

(i!Slt裂傷力霊飽λ｝

記入日西暦 年月 日

臨床研修病院群の名称 ！名称
(J;幹型、 II!カ型犯入｝ ！ 

..守一一一一 ー
聞こ臨床研修病院群番号を有している趨 i番号
康問修病院聞＝ついては．番号も記入しi
て〈ださし、．

役職

（肉線

（直通電話（

e-mar I : 
｛視帯電簡のメールアドレスは不可とします．〉

都・道・府・県）

電話．（ ) - FAX ( 

4. 病院の開設者の住所（法｜干 LJLJ LJ{]口口口 （ 都・道・府・県）

人の主たる事務所の所在

地）

｛韓併裂L箇力製犯λ1 ｜ 電話 ( ) - FAX ( 

5.病院の管理者の氏名

｛普勝裂・悩力製毘λ）
J'Jn：ナ
姓 戸 ・・1 

6.研修管理委員会の構成員の氏名｜＊ 別紙1に記入

及び開催回数 ｜研修管理委員会のすべての檎成員岨カ型臨床研修病院及び臨床研修飽カ絶町二所属する者を含む．〉について飽入して〈ださ仇

(J;，字型記入3

7. 病院群の構成等

〈省幹型毘入｝

8.病院のホームページアドレス

(J;幹髭・悔カ型犯入｝

* ZIJ表に記入

病院群を構成するすべての臨床研修病院．穴場術院及び臨床研修協力施殴の.称．新銀指定の有無．病院群の構成のll'.:0:等について偲入して〈

ださい．

http:// 

、
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車墜趨蓋重量。

9. 医師（研修医を含む。）の員数
C&I字型・協力型限入）

臨床研修痛院の名称

※ 

常勤 名、非常勤（常勤換算） 名
計（常勤換算） 名、医療法による医師の標準員数：
隼 研修医の氏名等について鎌式aに記入

名

1 0.救急医療i救急病院認定の告示 ｜ l告示年月日・西暦 年 月 目、告示番号．第 号

｛ニ：.1：~去空；－雇渠語面瓦守 亙－耐l一一J：一－－－，－.一－弱扇薮忌i雇：京捻楼．扇．－－
j救急専周惨療［処置）蜜の有梼｜ I :; .宥 ( ) m'i 0. 無

i救急医療の実績 I l前年度の件数．一一一一一一一J牛（うち診療時間外：一一一一一一」牛）
: I I 1日平均件数・一一一一一一一件（うち診療時間外一一一一一一一件）
: I ｜救急車取扱件数－.＝で件（うち診療時間外・＝士T 士 J宇）
！診療時間外の勤務体制｜ ｜医師． 名、看護師及び准看護師： 名 I 

j指導を行う者の氏名等｜ ｜＊ 別紙4iこ記入
i救急医療を提供していl ｜内科系＇（ i 有 口無） 外科系（＇1有 0無） 小児科＇（ i 有 0.無）
i る診療科 ｜ ｜その他（

1 1 医療法上の許可病床数（歯科の病床｜ I 1.一般：一一一一床、 2.精神：一一一床、 3.感染症．一一一床
数を除〈。） I 14.結核：一一一一床、 5.療養・一一一一床

｛蕃幹裂協力型犯人｝

1 2. 診療科ごとの入院患者・外来患者・
研修医の数

C&ll霊・傷力型犯入｝

＊ 別紙Zに記入

1 3.病床の種別ごとの平均在院日数｛小数
第＝位四鎗五入｝

1一般一一一一一目、 2.精神一一一一一目、 3感染症一一一～ー日
4結核一一一一一目、 5.療養一一一一一日

（！；，字型・協カ型犯人｝

1 4. 前年度の分娩件数 正常分娩件数 件、異常分娩件数 件
C&t字霊 峰力型犯入｝

1 5. 臨床病理j開催回数 ｜ ｜前年度実績・ 回、今年度見込： 回※報告・届出病院の主催の
検討会（Cp i指導苦行う痛理医の民名等！ ｜＊別紙4に記入 下に開催した回数を記載
C）の実施状i --- －ー 一一ーー十ー一「

！剖検数 ｜ ｜前年度実績・ 件、今年度見込・ 件
｛ム協叫川；百舵前現ー前 T-----T当ー語踊扇弘前桧可1：：ι

i 0. 無 （ ）大学、（ ）病院
l無を週択した寝台には、剖検を実施している大学又は病農を記入して〈ださい．

1 6. 研修医のi研修医の宿舎 I 1 ・ 1 .有（単身用・ 戸、世帯用・ 戸）
ための宿舎及i I Io. 無（住宅手当： 円）

ぴ研修医室町…一一……l一一＿J＿~：－＝~t諸国立；＿；＿；.~~＝；~~n~！－~~~~：晶玉~i：み噛はr叫叫＿，－＿5＿（~品一
有無 i研修医室 T T 1.有（ 室） 0. 無

｛基瞬裂・協力製記入｝ : I ｜有を選択した繍剖＝凪研修医室の童数を包入して〈ださい．

1 7 図書、雑i図書室の広さ I _I < l m• 
誌、イン告－ i医学図書数 I ｜圏内図書． 冊、圏外図書： 冊
ネット等が利i医学雑誌数 ｜ ｜園内雑誌． 種類、圏外雑誌。 種類
用できる環境；図書室の利用可信時雨｜ ・-r : ～ 24時間表記

及び医学教育［文一誠子二J長ス二云辱F「一↑耐1＇；＇~~逼函云伝子一一手又ニズTi＇.－－；正1・語j、一一語古百元己．千U；シ－－c;-.--
用機材の整備i幸lj用環境 ｜ ｜その他（
状況 i I t・ 

（酎型・協力裂制 i ｜ ｜手ii用可能時間（ ： 三 ・ ) ：~4：片岡手記
j医学教育用機材の整備｜ i医学教育用シミユレ－5'ー（1 有 0. 無）、
i状況 ｜ ｜その他（
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雫噂晶体制
(&I字型・協力型犯λ）

1 9.医療安全管理体制

｛基幹型協力型記入｝

臨床研修病院の名称

j病歴管理の責任者の氏｜ l？広士一............. 一一…－
j名及び役職 ｜ ｜氏名（姓） '[ （名）

： ｜ ｜役職
:_ • .L L 

i診療に関する諸記録の｜ ・11 中央管理 2・. 各科管理

i管理方法 ｜ ｜その他（具体的に：

！診原録の保存期間 ・1--・ 「「 ー－7年両保存

！診療録の保存方法 I I 1 .文書 2.電子媒体

i I 1その他（具体的に．

i安全管理者の配置状況 I I 1 有（ 名） o. 無
I l有を遺択した繍合には．安全管患者の人散を位以たして〈ださい．

・＇ー・．ー・．ー ..一ー一一守守一一一一一一一一一 . . i安全管理部門の設置状｜ ｜職員専任（ ）名、兼任（ ）名

i況 ｜ ｜主な活動内容 冊 r酬において発生した医師制胡坐する醐があった醐聞につ川の

情織の収集』『医療事故の防比のための研修＂＇ぴ教育』等

患者からの相談に適切｜ ｜患者相談窓口の責任者の氏名等．

に応じる体制の確保状｜ I J1Jh＇ナ
況 ｜ 1氏名（姓） T （名）

役職

対応時間（ ～ ) ~4 時間表記
患者相談窓口に係る規約の有無 "i 有 'ii~ 無

医療に係る安全管理の｜ I 1 有 0. 無

ための指針の整備状況 ｜ ト
｜ ｜指針の主な内容

l医療に係る安全管理委｜ ｜年（ ）回

i員会の開催状況 ｜ ｝ 
｜ ｜活動の主な内容：

！医療に係る安全管理の｜ ｜年（ ）固
iための職員研修の実施｜ ｜研修の主な内容・

！状況
；医療機関内における事｜ ｜医療機関内における事故報告等の整備 ; 有 Ci'. 無

i 故報告等の医療に係る l ~－ 
｜ ｜その他の改善のための方策の主な肉容－i安全の確保を目的とし l ' 

jた改善のための方策

2 0. 前年度に臨床研修を修了文は中断した研修医の数

｛第勝裂協力型犯人）

修了

中断

名

名

2 1 現に受け入れている研修医の数 I 前々年度 ｜ 前年度 ｜ 
(I;，字型彼＂型毘 λ） 1年！｜｜

2 年！｜

2 2. 受入可能定員 ［許可扇示薮1面扇面扇iii ｜許可病床数（ ）床÷10 = ( ）名

(l底解•!W 悩カ裂院入｝

当該年度

一一
i散を除〈。）から算出
：急者説示雇通f出日目.....T一一！平面X扇遍者数＂（一一 """i".:c：；：・；・百万二.（＇一一一一＂＇＇）＂ i"""""'

2 3. 当該病院からの医師派遣実績 I lo 派遣実績 募集定員加算

※募集定員を変更する場合は、別紙5も提出すること。

名 一一一一一→ 名

※ 募集定員加算の人数は、報告』届出年度の翌年度の募集定員を算出

する際に用いる医師派遣等の加算人数を記入すること。（記入要領 25

を参照）

O地域医療対策協議会等の意向の把握（有 ・ 無）

※ 該当する方をOで囲むこと。
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病院盤量量呈：
項目25までについてはI報告時！＝必ず飽λして〈ださい． 一一※2 4.精神保健福祉士、作業療活土その他診療要員の配

置状況

G菖II型協力型記入）

精神科の研修を行う臨床研修病院については包入して〈ださい．

2 5. 第三者評価の受審状況

（話傍裂犯入〉

1.精神保健福祉士 名（常勤， 名、非常勤 名）

2作業療法士 名（常勤． 名、非常勤 名）

3臨床心理技術者 名（常勤． 名、非常勤． 名）

9その他の精神科技術職員・

一一一一名（常勤． 名、非常勤 名）

1 有 （評価実施機関名。 年 月 日））

0 無

有を選択した場合には‘評価実施機関名：＆ぴ直近の受審日を記入して〈ださい，

※ここからは研修プログラムごとに記入してください。研修プログラムの変更文は新設の場合は、上記内容と併せて以下の内容につ

いても記入してください。

2 6.研修プログラムの名称 研修プログラムの名称・
（省併E健協力型毘入）

プログラム番号は．聞こプログラム番号を取得されている楊合に包入して〈ださも、．

2 7. 研修医の募集定員

プログラム番号．

1年次・ 名、 2年次 名

UUt型犯入j

2 8.研修医の募集及び採用の！研修プログラムに関す｜ ｜フ~＿Ii'ナ
氏名（姓） ・1 （名）

（善勝型犯入）

所属 ’ 役職

電話・（ ) - F~ ）（ ( 

e叩 a1I 

L .I.~ι且並4
i資料請求先 ｜ ｜住所

｜ ｜干口口口一口口口口 （ 都・道関府・県）

担当部門 i担当者氏名
；，リ『ナ

f姓ー ［這

電話 _( ) - FAX:( 

e寸naiI 

i I I~止些正µ＿
j事実方溢 T r1・. 公募

I I 2. その他（具体的に・

；応募必要書扇ー r r1 履歴蚕、 Z卒業（見込み）証明書、 3成績証明書、

！ （複数選択可） ｜ ｜ι健康診断書、：？.：その他（具体的に 、 ） 
i選考方法 I I 1 面接

（複数選択可） I I 2. 筆記試験

｜ ｜その他（具体的に
！募集及び選考の時期 ｜ ｜募集時期： 月 日頃から

｜ ｜選考時期： 月 日頃から
！マッチング利用の有無｜ I 1 有 o.無
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病院怖設番号 臨皮研修病院の名称：

※研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記内容と併せて以下の肉容についても記入してください。

2 9. 研修プログラムの名称及び概要 ｜ ｜概要．＊ 別紙3に記入

G益併型＂＂ 1 I ｜（作成年月日．西暦 年 月 日）

3 0. プログラム責任者の氏名等（副プログラム責任者｜ ｜（プログラム責任者）

が配置されている場合には、その氏名等） I 1.？~.~：ナ
（基併型犯入｝ ｜ ｜氏名〔姓） i氏名（名）
＊ プログラム責任者の履歴を様式2に記入 ｜ ｜ 

＊ 副プログラム責任者が配置されている場合にあっ｜ I晶属一一………友m・--
ては、副プログラム責任者の履歴を様式Eに記入

（副プログラム責任者）

1 .有（名） Q＿無

3 1.臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 ＊ 別紙4に記入
｛畠併壁記入｝
すべての隆康研修指導医場（協カ型脇際研修病院に所属する臨床窃修指導医及び臨
床研修働力勉殴に所属する臨床研修の循環を行う者を含む．｝について氏名等を毘入
して〈ださい．

3 2.研修開始時期 西暦 年月日
(ll;，字型犯入｝

3 3. 研修医の処遇 ；処遇の適用 I I 1 基幹型臨床研修病院と同ーの処遇とする。
(ll;幹型田傷力型忽入） : (ll;斡型臨床研修病院は.2に0を｜ I 1を選択した場合には以下の研修医の処退m項目については．飽入不要です．

・つけて．以下の各項自について混入l I 

：.~主ーやか＿，，＿）＿＿＿一一ー＿＿＿, __ ］一一J.~：持＇~－~里竺停辺生：？方。一－－－··－···
i常勤・非常勤の別 I. .I 2 常勤 :?: 非常勤
i研修手当 ｜ ｜一年次の支給額（税込み） ｛二年次の支給額（税込み）

｜ ｜基本手当／月（ 円） i 基本手当／月（ 円）

！ ｜ ｜賞与／年（ 円！•• L賞与／年（ 円1
: I ｜時間外手当 ;-.有 "i:i.無

！ ｜ ｜休日手当 1 ..有 _o_, 無
j副議扇面 ... ・・r 1基本的な勤務時間・－－， ・ ～ : ") 24時間暖記

i I ｜休憩時間（

！ ｜ ｜時間外勤務の有無 i 有 ~： 無
i休暇 • r ｜有給休暇（ 1年次： 目、 2年次： 日）

i : I ｜夏季休眠（ 1 .有口無）

i I ｜年末年始（ 1 .有 0.＇無）

｜ ｜その他休暇（具体的に：

！当直 ｜ ｜回数（約 固／月）
i研修医の宿舎（再掲）｜ I 1 有（単身用・ 戸、世帯用 戸）

i I I 6. 無（住宅手当． 円）
: I 1有を選択した場合には．胤身用世俗隔に分けて宿舎の戸数を記入して〈ださも、．
i I ｜鋸を湿訳した横戸には．住宅手当の金績を記入して〈ださい．住宅手当の支給カ晴L唱舎は［OJと包

: I l入して〈ださむ、．

i研修医室（再掲） I 11 有（ 室） a: 無
i I l有を選択した繍合にIホ研修医宣同室散を飽入して〈ださい．

！五蚕謀函：会俄ー信長--・r・・・l会福雇涙謀長ー（
｜ ｜公的年金保険（

: I ｜労働者災害補償保険法の適用（ ;- 有 (:j 無）、

i I ｜国家・地方公務員災害補償法の適用＿（＿1：有 0.: 無）

: I ｜雇用保険（ 1 有 ~－： 無）

；健康管理 ｜ ｜位雇診防（年 ー固）

i I ｜その他（具体的に
i医師賠償責任保険の扱｜ ｜病院において加入け する a・. しない）

：い ｜ ｜個人加入~: 強制 ()_: 任意）
i外部の研修活動 ｜ ｜学会、研究会等への参加： 1 .可 0. 否
！ ｜ i学会、研究会等への参加費用支給の有無： 1 .有 口 無

3 4. 研修医手帳（議終型関川 I I 1 有 0. 無

3 5. 連携状況｛盆幹裂飽入｝ ｜ ｜＊ 様式6に記入

※欄は、記入しないこと。



（記入要領）

1 研修プロゲラムを変更する場合には『1 研修プロデラム変更」に、研修プログラムを新註する堀合には『2.研修ブロゲラムの新設』 lこOをつける

」と．

2 報告又は届出を行う臨床研修病院の型に応じて、「1.基幹型臨床研修講院 2.協力型臨床研惇病院Jの番号にOをつけること。

3 特に定めの晶るもののほか、原則として、報告・届出自由属する年度（以下「報告・届出年度」という。）の4月1日現在で作成すること．

4 既に番号を取得している臨床研修病院については病院施設番号を記入し、前回提出した報告書の向容と異なる項目について記入すること．

'5 杏項目に、記入が必要な臨床研修病院の型在記載しているので、臨床研修病院の型に合わせて、担入が必要な項目について記入すること．

6 ［基幹型協力型記入）と記載されている項目は、基幹型臨床研修病院協力型臨床研修痛院のすベての臨床研修病院が記入対車となること．

7 ( 1 有 o. 無）のように選択形式の項目は、いずれかにOをつけること。

8 項目番号1から25までについては、年次報告において記入すること。

9 研修ブロゲラム由変更・新設の届出の場合は、項目番号26から35までについても記入すること．

10 ※欄は、記入しないこと。

11 「作成責任者の氏名且び連絡先J欄田作成責任者は、記載向容について＋分回答できる者とすること．

12 「病院群の構成等』欄は、病院群を構成するすべての臨床研修病院、大学病院及び臨床研修協力施設の名称、新規指定の有無、病院群の構成の変更等

について別童に担入すること．

13 f病院のホームページアドレスJ欄1主、当該病院がホームページを有する場合にのみ記入することで差し支えないこと．

14 「医師（研静医を吉む。〉の員数』欄について

( 1 ）「医練法第21条の規定に基づ〈人員の算定に当たっての取扱い等について』（平成10年6月26日付け健政発第777号・医薬発第574号）に

基づき、当該病院に勤務する医師（研修匿を吉む．）について記入すること。なお、歯科医師l土算定しないこと。

(2）『常勤』とは、原則として当該病院で定めた医師の勤務時聞のすベてを勤務する者をいうものであること．

(3）「非常勤」については、常勤以外の医師について、次に掲げる換算式により常勤換草をした数奇担入すること．

※換算式
非常勤医師由1祖国由勤時時閉勘

＝常勤換算をした数（小数第二位を四捨五人）
常勤医師の1週間の勤務時間数

( 4）「計｛常勤換草｝」については、常勤医師数と非常勤医師を常勤換算した数回合計を記入すること。

( 5）「医療法による医師の標準員数」は、医療宝施行規則草19条第1項第1号田規定に従い、次に掲げる算出式により算出すること［患者数は、入院及

び外来とも報告・届出年度の前年度の1日平均とすること.） 0 

※算出式

［靖神晴朗ぴ晴晴氏叫院間者数（酬の入院関柑〈）＋糊病…輔床…阿る鳩車……車関除〈）

3 

＋外来車者数（摘神科、耳晶咽曜札圏直和－；；＇捕科の外来患者数多院し）＋精神科、耳轟咽曜和及び眼科の外来患者数一臼 Jx J_ +3＝医師の標準員数

2. 5 5 I 16 

ただし、医繍法施行規則第43条の2に該当する病院については、上記算出式によ品ないものとする。

( 6）当該病院の研修プログラムで研修吾行っているすべての研修医の氏名暗について、様式3に記入すること（歯科医師は間入しないJ。

15 「救急握療の提供由実績」欄について

( 1)「救急病院認定の告示』欄は、「救急病院等を定める省令J（昭和39年厚生省令第18 6号）に基づき都道府県知事由救急病院の認定を受けている病

院である場合に、告示年月目（酉暦）及び告示番号を記入するものであること。

(2）「医療計画上田位置付け』欄は、医療計画よ、初期救急医療機関、第二次救急医療機関又は第三次救急医療機関として位置付けられている場合に、

該当する番号にOをつけるものであること。

(3）「救車専用診療（処置）室の有無』欄は、救急専用診療｛処置）室を有する場合には、「1.有JにOをつけるとともに、その面積を記入し、有し

ない場合には、「0 無』にOをつけること．

(4）「救急医擦の実績J欄については、「前年度の件数」は報告・届出年度目前年度の救急取扱件数（来院方法を問わず、すべての件数入『1日平均件

数jは報告・届出年度目前年度の救急取扱件数を年間総回数（36 5又は36 6）で除した数、また、『救急車取扱件数Jは報告・届出年度の前年度

目救急取扱件数のうちで来院方法が救急車によるものの数をそれぞれ記入すること。さらに、これらの件数のうち診療時間外に受け付けた件数につ

いて、それぞれの「うち診癒時間外」欄に毘入すること。

(5）「診療時間外の勤務体制』については、「医師J数は、「救急医療を提供している診療科」の診療時間外の勤務体制における医師数を記入すること。

また、「看護師及び車看護師』数は、専ら救急医療を提供するための病棟・外来に勤務する看護師及び准看趨師のうち、診療時間外の交代制及び宿目

車体制における看護師及び准看護師数を記入すること．

( 6）「指導を行う者の氏名等」欄については、救急医擦の指導を行う者について別紙4に記入すること。

( 7）『救急医療を提供している診療科」欄は、向科菜、外科系又は小児科に係る救急医療の提供由有無について、該当する番号にOをつけ、その他の診

療科に係る救急医療を提供している場合には‘『その他」欄に当該診療科名を記入すること．

16 「医療法上白許可病床数（歯科の病床数を除くJ」欄は、当該病院の病床の種別ごとの許可病床数を記入すること．

17 「病床の種別ごと由平均在院回数」欄は、次に掲げる算出式により算出した、報告・届出年度の前年度の平均在院回数を記入すること．ただし、在

院患者延回数とは、報告・届出年度の前年度の毎日午後12時現在の在院患者数を合計した数とすること．なお、在院患者延日数、新入院患者数及び

退院患者数については、保険診療であるか否かを間わないものであること。

※算出式

在院患者延目前
＝平均在院日数（小数第二位を四捨五人｝

1/2 （新入院患者数＋退院患者数）

18 「前年度目分娩件数」欄は、報告・届出年度の前年度の正常分娩件数及び異常分娩件数についてそ札ぞれ記入すること．

19 「臨床病理検討会（CPC）の実施状況J欄について

( 1)『開催回数J欄！立、報告・届出病院の主催由下に開催したCp Cの報告・届出年度由前年度の開催回数及び報告・届出年度由開催見込数を記入する



こと。

( 2）「剖検数』欄は、報告・届出年度の前年度の剖検件数及び報告・届出年度目由l検見込数を記入すること．

( 3）『制検査行う場所j欄は、剖検を当骸医痕機関白剖検室で行っている場合i;I:「1.有」にOをつける己と．また、剖検を当該医療機関町剖検室で行

っていない場合には、「0.鼎JにOをつけるとともに、剖検を大宇田剖検室において行っていると吉は『｛ ）大学』に当該大学名を記入し、

剖検を他病院の剖検室で行っているときは「（ ）鴇院Jに当該病院名を記入すること．

20 「研修医のための宿舎及び研修医室町有無J欄について

( 1)「研惇医の宿舎J欄は、研修医由利用に供する宿舎（当該病院の敷地白内外を問わない。）を有する場合は「1.有』！こOをつけるとともに、 r単身

用』 『世帯用Jのそれぞれの戸数を記入すること．また、研修医のための宿舎を有さない場合は『0.無J1=0をつけるとともに、住宅手当の支給

向容（全額支給、一体00円、畳低00円から畳高00円の範囲内で員担額に応じて支給等）を記入すること（住宅手当を支給していない場合には

「O円Jと記入することJ。

(2）「研修医室」欄は、研修医室を有する場合は「 1.有」 lこOをつけるとともに‘その室数を記入すること。また、研修医室を有さない場合は『o
無J！こOをつけること。

21 『図書、雑誌、インターネット等が利用できる環境及び医学教育用機材の整備状況」欄について

日）「文献データベース等由利用環境」欄I立、 Mediine等白文献データベース及び教育用コンテンツのそれぞれについて、利用できる場合は「 1.有』

！こOをつけ、利用できない場合には「0 無」にOをつけること．また、文献データペース及び教育用コンテンツ以外に、これに類するもので利用

できるものがある場合は『その他（ )Jにその向容を記入すること。

(2）『医学教育用機材由整備状況J欄は、医学教育用シミュレーターの整備の有無について該当する番号1=0をつけること．また、臨床研修に必要なそ

の他の医学教育用機材を整備している場合は「その他（ ）』にその内容を記入すること．

22 「病歴管理体制」欄について

( 1)「診療に関する諸記録の管理方法」欄は、診療に関する諸飽録（診療録、病院目誌、各科診療日誌、処方せん‘手術記録、看護記録、検査所見記録、

エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約等）に関する管理方法について、主に中央管理を行っている場合には『 1. 

中央管理」、主に各科管理を行っている場合には「2 各科管理J1=0をつけること。また、いずれにも該当しない場合f;I:「その他」欄にその内容を

具体的に記入すること．

(2）「診擁録白保存方法』欄は、診療録告文書により保存している場合には『1 文書」、電子媒体により保存している場合には r2. 電子媒体」にO

をつけること。また、双方併用で保存している場合等i;I:『その他」欄に具体的に記入すること。

23 「医療安全管理体制』欄について

( 1 ）「安全管理者の配置状況J欄は、安全管理者を配置している場合は「1 有」にOをつけるとともに、その人数を記入すること。また、安全管理者

を毘置していない場合には r0. 無JlこOをつけること．

(2）『安全管理部門の設置状況』欄l立、安全管理部門の専任職員及び兼任職員由数をそれぞれ間入するとともに、安全管理部門由主な活動向容を記入す

ること．

(3）「患者からの相践に適切に応じる体制の確保状況」欄I立、患者相談窓口の責任者田氏名及び役職並びに患者相談への対応時聞を記入するとともに、

患者相談窓口に係る規約を有する場合は「1 有」にOをつけ、有さない場合には「O 無JIこOをつけること。

24 r受入可能定員」欄は、医療法上田許可病床数｛歯科の病床数を除＜ .）からの算出（＋ 1 0〕及び年間入院患者数（報告・届出年度由前々年度から

の繰越患者数＋報告・届出年度の前年度目新規入院実患者数）からの算出（÷10 0）の双方とも記入すること．

25 「当該病院からの医師派遣実績」欄l立、「加算する数値については、研修医の募集を行う年度の前年度末の時点で医師派遣等が行われている常勤田医

師教が20人以よ由場合を1とし、 5人増える毎に1を加え、 80人以上の場合を13 Jとする。

26 『精神保健福祉士、作嘩療法土その他齢擁要員の毘置状；見」欄は、当該病院が精神科の研修苦行う場合に飽入するも由であり、精神保健福祉士、作

書療法士、臨床心理技術者のそれぞれ由職種について、職員数及び常勤・非常勤別の向訳数在記入すること。また、これらの職種以外にも精神科に係

る技術職員がいる場合は、その職員数及び常勤・非常勤別由同訳数を記入すること．

27 F研修プロゲラム町名称J以降の欄については、研修プロゲラムロとに別葉に記入すること。

28 r研修医の募集定員Jについては、当該病院で臨床研修を行っている 1年次及び2年次の合計が受入可能定員を超えないこと．

29 「研修医の募集及び採用白方法」欄について

( 1 ）「募集方法』欄は、研修匿を公募により募集する場合には「1 公募」 lこOをつけ、その他の方法とする場合にはその他欄にその内容を具体的に担

入すること．

(2）「応募必要書類」欄は、研修医が選考に応募する際に必要な書類すべてに0をつけ、その他に必要な書類が晶る場合には、そ由他欄にその内容を具

体的に記入すること．

( 3）「選考方法』欄は、研修医由選考方法について該当するものすべてにOをつけ、その他に選考方法を設ける場合には、その他欄にその内容を具体的

に記入すること．

(4）『募集且ぴ選考由時期」l欄は、事集及び選考の時期について、具体的に記入すること。

csi『マッチンゲ利用の有無」欄は、マッチングを利用する場合には「1 有JにOをし、マッチンゲを利用しない場合には『0.無JIこOをすること．

30 「研修匿の処遇J欄について

( 1 ）「処遇由適用』欄については、基幹型臨床研修病院は、 2にOをつけ、以降の研修匿の処遇田各項目について記入すること。また、協力型臨床研修

病院は、基幹型臨床研修病院と同一回処遇とする場合には、 1に0をつけ（この場合．以降の研修医の処遇の項目については記入しなくとも差し支

えないことJ、また、病院独自の処遇とする場合には、 ZにOをつけること。

( 2）「研樺手当』欄は、研修医の基本的な研修手当について、 1年次及び2年次の基本手当の額（税込み入賞与の支給額を記入すること。基本手当が

月給ではない場合にあっては、およその月額を担入すること。時間外手当及び休日手当を支給する場合は、それぞれ「1 有」に、支給しない場合

には「O 無』にOをつけること。なお、時間外勤務及び休日勤務がある場合においては、時間外手当及び休日手当が支給されるものと考えられる

』と。

(3）「勤務時間』欄は、研修医の基本的な勤務時間及び勤務時間中の休憩時間について間入すること．また、「時間外勤務の有無」欄は、時間外勤務が

晶る場合には「1 有」に、ない塙合には『0 無」！こOをつけること。

(4）『体暇』欄は、研修医の基本的な休暇の向容について、 1年次及び2年次の有給休暇付与回数を記入すること。また、夏季休暇、年末年始休暇の有

無について該当するものにOをつけること．また、これら以外に休暇を付与する場合は、その具体的体暇名を記入すること。



cs J r当直J欄l主、研修医の一月あたり町およその当直回数について記入すること。

( 6）『社会保険・労働樺険」欄rt.研修医に適用される社会保険・労働保険について、「公的医療保険｛ )J欄に「組合健康保険」等と、「公的年

金保険（ )J欄に「厚生年金保険」帯と記入し、「労働者災害補償樺険法の適用J欄、「国家・地方公務員災害補償法の適用J欄、「雇用保険』

欄のそれぞれ該当するものにOをつけること．

( 7）『健康管理」欄は、研修匿の基本的な健康菅理について、健康診断の回数を記入すること。また、健鹿診断以外で健鹿管理を実施している場合は．

「その他」欄に具体的に記入すること。

(8）「医師賠償責任保障の扱い」欄は、研修医の医師賠償責任保険の基本的な扱いについて該当するものにOをつけること。

( 9）「外部町研修活動」欄は、学会、研究会等へ白書加を認めるか否かについて該当するものにOをつけ、認める場合における書加費用の支給の有無に

ついても、該当するものにOをつけること。



年次報告書・臨床 研 修 協 力 施 設 概 況 表 一 1ー 棟式9

1 .医療機関 2.そ の他の機関 ［臨時協力蹄が医療機関の場合！引に‘医醐関以外の齢仰にOをつけて〈ださい．｝

・年次報告・臨床研修協力施臨機況表ー1ーから－3 までについては、趨床研修プログラム検索サイトの画面を印聞したもの等必要な項目がわかるものを代わりに還付していただ

いても構いません．

項目番号1から， 5までについては、年次報告において記入して〈ださい．
続修プログラムの変更・新股の届出の場合は．項白番号， 6から， 8についても肥入して〈ださい．

記入日西暦 年 月日

病院施設番号 臨床研修病院群の名称 i名称

既に番号を取得している勉般については病！
除施股番号を記入して〈ださい． : 

臨床研修病院群を構成する繍合に記入して｛
〈ださい・ ; 
既に臨床研修病院縛番号を有している湾床 i
研修病院畿については．醤号も混入して＜ i番号
ださい． : 

' 7リfナ i所属 （内線
作成責任者の氏名及｜｜氏名（姓） i （名）
ぴ連絡先 ｜ 

（直通電話（ ｝ 

I i 1役職本線告書の閉会せに対して自｜

答できる作成責任者について｜ ; 
E入して〈ださい． I 

1 臨床研修協力施 I ？.~~·ナ
設の名称

2設：：：：協力施｜干口口口一口口口口

e寸nai I 

｛犠朝停電揺のメールアドレスは不可とします．｝

都・道・府・県）

電話 （ ） FAX: ( 

3. 臨床研修協力施

設の開設者の氏名

（法人の名称）

7リ~·t

4 臨床研修協力施｜干口口口一口口口口 （ 都・進・府・県）
設の開設省の住所｜

（法人の主たる事｜ 電話・（ ) - FAX ( 

務所の所在地）

5. 臨床研修協力施｜刈fナ i役職

設の管理者の氏名｜姓 ！名 ： 
及ぴ役職名 ｜ 

6. 研修実施責任者｜刈『ナ 、 j役職：
の氏名及び役職名｜姓 i名 i 

7 施設のホームベ• . I http:// 
ージアドレス

※ 

8.救急医療の提供のi救急病院認定の告示 ｜ ｜告示年月日ー西暦 年 月 日、告示番号．第 号
実績 j医療計画上の位置付け ｜ ｜番号にOをつけて下さい．

｛医様観閲の剖 ; I I 1 初期救急医療機関

I I 2. 第二次救急医療機関

I I _3_: 第三次救急医療機関

l救急専用診療（処置）室の有無｜ I 1 有 !. ) '!:-, ~：. 無
l救急医療の実績 ｜ ｜前年度の件数 件（うち診療時間外． 件）

I I 1日平均件数 件（うち診療時間外 件）

｜ ｜救急車取扱件数・ 件（うち診療時間外： 件）

！診療時間外の勤務体制 ｜ ｜医師。 名、看護師及び准看護師 名

i指導を行う者の氏名等 ｜ ！＊ 基幹型臨床研修病院年次報告書の別紙4に記入
！救急医療を提供している診療｜ ！内科系（ 1 有 o. 無） 外科系 i; .有 ;:;: 無）、

：科 ｜ ｜小児科（ 1 有 0. 無）

9. 診療科ごとの入院患者・外来患者・研修医の数

（医様相関のみ｝

｜ ｜その他（

＊ 別紙1に記入



年次報告書・臨床研修協力施設概況表ー 2ー
病院施設番号 , 臨床研修協力怖設の名称・

1 0 病床の種別ごとの平均在院日数。l、融第二位四捨五｜ ｜一般 一一一一一一目、精神・一一一一一一目、感染症：一一一一一一目、

入）圃酬のみ｝ ｜ ｜結核：一~一日、療養・一一占一目、その他：一一一」一日
1 1 .前年度の分娩件数 ！ ｜正常分娩件数 件、異常分娩件数 件

【医II観闘で産婦人科の研修がある鳩合のみ〉

1 2.臨床病理検討会）開催回数 ｜ ｜前年度実績 回、今年度見込 田
(C PC）の実施状i指導を行う病理医の氏名等 ｜ ｜＊ 臨床研修病院年次報告書の別紙4に記入

況 1官l検数 ・r l前年度実績 件、今年度見込 件
【闘機関で晦尿病理検討会時［副辰五行石場ーが一一一“一r·－日｜当一該雇長滋！日；·：·－~言
舘山崎帥削 ； ｜ ｜闘の剖検室：－－ii：－－恭一：一 一一 一γ頑；了一一一 一－－－）一病院

｜ ｜ ！無を選択した場合には．創畿を実施している大学又は病院を穏入して〈ださい、

1 3.研修医のための i研修医の宿舎 I I 1 .有（単身用 戸、世帯用 戸）

宿舎及び研修医室のi I Io.無（住宅手当・ 円）
有無 i I 'I制闘した柵剖＝民単身用・世帯用附けて宿舎の戸数を担入して〈ださ川

: I ｜無を選択した鳩舎には住宅手当の妥置を記入して〈ださい．住宅手当の支給が無い繍合は.ro』と犯入し（医棟割慢関のみ｝ i I I 
I lて〈ださい．

i研修医室 I I i 有（ 室） (i＿無
i I ｜有を選訳した漏舎には‘研修医2貨の重敏を偲入して〈だきも、

1 4. 図書、雑誌、イ：図書室の広さ I I < l m' 

ン$！ーネット等が利 i医学図書数 I ｜圏内図書 冊、圏外図書 冊

用できる環境及び医j医学雑誌数 ｜ ｜圏内雑誌 種類、圏外雑誌 種類
学教育用機材の整備i図書室の利用可能時間 ｜ ｜ ・ ～ : '24時間表記
状況 ［支訟手二五スニえ季一面通扇1一一1·；，；~；ii'1瓦竿＇（j)元禄i=ご長ーベ：：：：；；，－－－（＇；－－－－有－－－－0－.－－－娠にーー

｛回線聞のみ｝ ！環境 ｜ ｜教育用コンテンツ（ 1 有 0. 無）

｜ ｜その他（
｜ ｜利用可能時間（ ～ )' 24時間表記

｛医学薮育涌徐材が整備状況｜ ー｜雇半薮育用シミユレ二空ー （i：肴石無了
i I ｜その他（

1 5＿精神保健福祉士、作業療法士その他診療要員の｜ ｜精神保健福祉士 名（常勤 名、非常勤： 名）

配置状況 e ｜ ｜作業療法士ー 名（常勤 名、非常勤 名）
精練科の研修を行う錨町二ついては飽入して〈ださい． ｜ ｜臨床心理技術者。 名（常勤． 名、非常勤 名）

その他の精神科技術臓員

名（常勤： 名、非常勤 名）



年次報告書圃臨床研修協力施設概況表－ 3-

＊ここからは研修プログラムごとに記入してください。
病院怖設番号・ 盤床研修協力腕設の名称

項目 15までにつ川は．報告時に必ず挺入して〈揺さh ｜※ 

研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記内容と併

せて以下の内容についても記入してください。

1 6.研修プログラムの名称

プログラム番号は．既にプログラム番号を取得されている繍舎に毘入して〈ださ＇＇－

1 7. 研修医の指導を行う者の氏名等
瞳床研修悩力総殴に所属する研修医の指導を行う者の氏名等は a底解盤臨床窃修病

院の年次報告書の烈紙41こ飽入して〈ださも、．

研修プログラムの名称・

プログラム番号。

＊ 基幹型臨床研修病院年次報告書の別紙4に記入

1 8. 研修医の処遇 i処遇の適用 I I 1 .基幹型臨床研修病院と同ーの処遇とする。

' I I tを選択した場舎には、以下の研修医の処遇の項目については．記入不要です．

l. ... J. .l ~－＇ 施設独自の処遇とする．
i常勤・非常勤の別 L .I ~ .. 常勤 '.?:: 非常勤
i研修手当 ｜ ｜一年次の支給額［税込み｝ ！一年次の支給額（税込み）

｜ ｜基本手当／月（ 円） ！基本手当／月（ 円）
i I ｜賞与／年（ 円！.l 賞与／年（ 円）
i I i時間外手当 ;・ 有 ・0: 無

I ｜休日手当 ・1 有 0.無
i勤務時間 ｜ ｜基本的な勤務時間（ 。 ～ )" 24時間表記

｜ ｜休憩時間（
L. J_ ｜時間外勤務竺有無 ：~ 有ー空努
j休暇 ｜ ｜有給休暇（1年次 目＇ 2年次： 目）
¥ I l夏季休暇（1 有 0. 無）
！ ｜ ｜年末年始（1 有 0. 無）
i J_ ｜その他休暇（具体的に
i当直 --- J I回数（約 固／月）
j研修医の宿舎（再掲） I I 1 有（単身用 戸、世帯用 戸）
: I Io.無（住宅手当・ 円）
！ ｜ ｜有を選択した楊合には、単身用・世帯用に沿けて宿曾の戸数を記入して〈ださι、．

す ｜ ｜無を選択した場合には．住宅手当の金額をIC入して〈だきL、．住宅手当の支給が無い調合は ro1と包

L I I：子してください．

i研修医室（再掲） r ・11 有（ 室） ii.無
: I l省を選択した暢合には、研修医ヨ訟の2教を記入して〈ださい．

「社会保長；扇面保険 ｜ l公的医震謀議（
! I ｜公的年金保険（
： ｜ ｜労働者災害補償保険法の適用（i＇.有 0.無）、

! I ｜国家・地方公務員災害補償法の適用.＜.~：有 .°.： 無）
I l 雇用保険~ 1 有 9.: 無）

↑健康管理 r ｜健康診断（年 回）
i I ｜その他（具体的に
f＂医師賠償責福謀訟の扱い ｜ ｜病院において加入＇（＇ iーする 2'. しない）

｜ ｜個人加入（1 強制 2：任意）
｛瓦部ゐ研修活動・ "l' 7学会、研究会竿への封q, ...言 。育 .. , 

｜ ｜学会、研究会等への参加費用支給の有無 ; .有 口無
※欄は、記入しないこと。



（昔日入要領）

1 特に定めのあるもののほか、原則として、報告・届出自の属する年度（以下「報告・届出年度」という。）由4月1日現在で作成すること。

2 既に病院施設番号を取得している施設については病院施設番号を肥入し、前回提出した報告書の向容と異なる項目について記入すること．

3 （医療機闘のみ）と記載されている項目は、当該施肢が医療機関である場合にのみ記入すること．

4 ( 1. 有 0. 無）のように選択形式の項目は、いずれか！こOをつけること．

5 項目番号1から 15までについては、年次報告において記入すること。

6 研修プログラムの変更・新設の届出の場合i土、項目番号16から iaについても記入すること。

7 ※欄は、記入しないこと．

a 「作成責任者の氏名及び連絡先』欄田作成責任者は、記載向容について＋分固筈できる者とすること．

ど

9 「救急医療の提供の実績」欄は、臨床研修協力施訟が医療機関である場合であって、救量医嫌を提供している場合に記入するもの万晶ること。

( 1 ）「救急病院認定の告示J欄I立、’『救車病院等を定める省令J（昭和39年厚生省令簡 1a e号）に基づき都道府県知事由救急病院の認定を受けている病

院である場合に、告示年月目（西暦）及び告示番号在記入するものであること．

(2）「医療計画上白位置付け」欄は、医療計画上、初期救急医療機関、第二次救急医療機関又は箪三次救愚医嫌繊聞として位置付けられている場合に、

該当する番号に0をつけるもので晶ること．

(3）『救急専用診療（処置）室の有無J欄は、救急車用診療（処置）室を有する場合には、『 1.有」にOをつけるとともに、その面積を記入し、有L

ない場合にl立、「0.無JにOをつけること。

'< 4）「救急医療の実績』欄については、「前年度の件数Jは報告・届出年度目前年庄の救急取扱件数（来院方法を問わず、すべて由件数）、「1日平均件

数」は報告・届出年度目前年度由執曹取扱件数を年間総回数（36 5又は36 6）で除した数、また‘「救急車取扱件数Jl土報告・届出年度の前年度

由救急取扱件数のうちで来院方法が救急車によるものの数をそれぞれ記入すること。さらに、これらの件数のうち診療時間外に受け付けた件数につ

いて、それぞれの『うち診療時間外』欄に記入すること。

(5）『齢療時間外の勤務体制Jについては、『医師」数は、「救急医療を提供している診標科』の診療時間外由勤務体制における医師数を記入すること．

また、「看護師且ぴ遭看護師』数は、専ら救急医療を提供するための病棟・外来に勤務する看護師及び進署鐘師のうち、診癒時間外的交代制及び宿目

直体制における看護師及び准看護師数を記入すること．

( 6）「指導を行う者の氏名等」欄については、救急医療の指導を行う者について基幹型臨床研修病院年次報告書目別紙4に記入する己と。

( 7）『救急医療を提供している診療科」欄は、内科系、外科系又は小児科に係る救急医療の提供の有無について、該当する番号にOをつけ、その他由診

療科に係る救急医療を提供している場合には、「その他j欄に当該診療科名を記入すること．

10 『病床の種別ごとの平均在院回数」欄は、臨床研修協力施設が医療機関で晶る場合に記入するものであって、次に掲げる算出式により算出した、報

告・届出年度の前年度の平均在院目散を記入すること．ただし、在院患者延日数とは、報告・届出年度の前年度の毎日午後 12時現在の在院患者数告

合計した数とすること。なお、在院患者延日数、新入院患者数及び退院患者数については、保険診療で晶るか否かを問わないものであること．

策 算出式

五陸患宣藍fill主 ＝平均在院回数（小数第二位を四捨五入）
1/2 （新入院患者数＋退院患者数）

11 『前年度の分娩件数』欄｛宜、臨床研修協力施設が医療機関で晶って、産婦人科白研修を行う場合に、報告・届出年度の前年度の正常分娩件数及び異

常分娩件数についてそれぞれ記入すること．

12 r臨床病理検討会（CPC）由実施状況J欄は、臨床研修協力施設が医療機関であって、臨床病理検討会を開催している場合に記入するものである

こと．

( 1 ）「開催回数』欄は、報告・届出年度の前年度の開催回数及び報告・届出年度目開催見込散を記入すること。

(2）「剖検数J欄は、報告・届出年度の前年度の剖投件数及び報告・届出年度の剖検見込数を記入すること。

(3）「剖検を行う場所」欄は、剖検を当該医療機聞の剖検室で行っている場合1;1:r i .有」にOをつけること。また、剖検を当該医療機関白剖検室で行

っていない場合には、『0 無」にOをつけるとともに、剖検音大学の剖検室において行っているときは「（ ）大学Jに当該大学者を記入し、

剖検を他病院の制検室で行っているときは『（ ）病院』に当該病院名寄記入すること。

13 「研暢医のための宿舎及び研修医室町有無J欄は、臨床研修協力施設が医療機関である場合には必ず記入すること。

( 1 ）『研修医の宿舎」欄は、研修医由利用に供する宿舎（当該施設の敷地の内外在悶わないJを有する場合は『 1.有J1=0をつけるとともに、 f単身

用」・『世帯用』のそれぞれの戸数を但入すること。また、研修医のため由宿舎を有さない場合l孟「0 無JにOをつけるとともに、住宅手当の支給

内容（全額支給、一律00円、最低00円から最高00円の範囲内で負担額に応じて支給等）を肥入すること（住宅手当を支給していない場合には

「O円」と肥入すること.） 0 

( 2）『研修医室』欄は、研修医室を有する場合は「 1.有」に0をつけるとともに、その室数を飽入すること．また、研修医室を有さない場合は「o
無』！こOをつけること．

14 『図書、雑誌、インターネット等が利用できる環境及び医学教育用機材由整備状況J欄は、臨床研修協力施設が医療機関である場合には必ず記入す

ること。

( 1 ）「文献データベース噂由利用環境』欄は、 Mediine等白文献データベース且ぴ教育用コンテンツのそれぞれについて、利用できる場合は「1 有J

に0をつけ、利用できない場合には「0 無J1=0をつけること．また、文献デ－$1ベース及び教育用コンテンツ以外に、これに類するもので利用

できるものがある場合は『その他（ ）』にその向容を記入すること。

( 2）「医学教育用機材の整備状況j欄は、医学教育用シミュレーターの整備の有無について該当する番号1=0をつけること．また、臨床研修に必要なそ

の他の医学教育用機材を整備している場合l<I:『その他（ ）』にその両容を但入すること．

15 『精神保健福祉士、作車療法土その他診療要員の配置状況」欄1土、当該施置が精神科の研修を行う場合に記入するものであり、精神保健福祉士、作

業操法士、臨床心理技術者自それぞれの職種について、職員数及び常勤・非常勤別の向訳数在記入すること。また、これらの職種以外にも精神科に係

る技術職員がいる場合は、その職員数及び常勤・非常勤別回向訳数在記入すること。

16 「研修ブロゲラム田名称J以降の欄については、研修プロゲラムごとに別議に記入すること。

17 f研修医の指導を行う者の氏名等』欄については、研修医の指導を行う者について基幹型臨床研修病院年次報告書の別紙4に記入すること。

18 「研修医の処遇J欄について



( 1 ）『処遇の適用」欄については、基幹型臨床研静寂院と同ーの処遇とする場合には、 1にOをつけ（この場合、以降の研悼医の処遇の項目については

記入しな〈とも差し支えないζ とJ、また、施設独自の処遇とする場合には、 2にOをつけること。

(2）「研修手当J欄は、研修医の基本的な研修手当について、 1年次及び2年次由基本手当の額（税込み入賞与のま給額を記入すること．基本手当が

月給ではない場合にあっては、およその月額在記入すること．時間外手当及び休日手当を支給する場合は、それぞれ『1 有』、支給しない場合に1;1:

「o.無』にOをつけること。なお、時間外勤務且び休日勤務がある場合においては、時間外手当及び体日手当が支給されるものと考えられること。

(3）「勤務時間」欄は、研修医田基本的な勤務時間及び勤務時間中の休憩時間について記入すること．また、『時間外勤務の有無j欄は、時間外勤務が

ある場合には「1 有」に、ない場合には「O 無』！こOをつけること．

(4）「休暇J欄は、研修医の基本的な休暇白内容について、 1年次及びZ年次の有給休暇付与回数を記入すること。また、夏季休眠、年末年始休暇の有

無について該当するも叩！こOをつけること。また、これら以外に休暇を付与する場合は、その具体的休暇名を記入すること．

(5）「当直」欄は、研修医由一月あたりのおよその当直回数について記入すること．

(6）『社会保険・労働保険J欄I宜、研修医に適用される社会保険・労働保険について、「公的医療保険（ ）」欄に「組合健康保険』等と、「公的年

金保険（ ）』欄に「厚生年金保険』等と記入し、『労働者災害補償保険法の適用』欄、「国家・地方公務員災害補償法の適用』欄、『雇用保険」

欄のそれぞれ該当するものにOをつけること。

(7）『健康管理J欄は、研修医の基本的な健康管理について、健康診断の回数を記入すること。また、値康診断以外で健康管理を実施している場合l志、

「その他」欄に具体的に担入すること。

(8）「医師賠償責任保険の扱い」欄は、研修匿の医師賠償責任保険の基本的な扱いについて該当するものにOをつけること。

( 9）「外部の研修活動」欄は、学会‘研究会等への参加を認めるか否かについて該当するものにOをつけ、認める場合における事加費用の支給の有無に

ついても、該当するものにOをつけること。


